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全く改善されていない労働実態

大幅増員・夜勤改善で
働き続けられる職場をつくろう

日本医労連「２０２２年度夜勤実態調査」は３４５施設
の結果をまとめることができました。コロナ禍で、
看護職員の厳しい働き方が改めて浮き彫りになりま
したが、改善の兆しは見えていません。それどころ
か人員不足に拍車がかかり、さらに夜勤体制は縮小
され、夜勤回数も増えるなど、ますます過酷になっ
ています。

今年度の調査でも「２交替」長時間夜勤を実施す
る病棟は増え、夜勤交替制勤務を行っている職場の
４４．９％と過去最多となりました。また、昨年度より
若干減少したものの、「２交替」職場のうち、４割
強の病棟が安全面でも健康面でもリスクの高い１６時
間以上の長時間夜勤を行っています。
平均夜勤日数を見ると、「３交替」では１９８５年以

降徐々に減り、１９９６年以降は７．７３日から７．５３日の間
で推移していましたが、今年度は２１年ぶりに７．８日
に増加しています。「２交替」では２０１０年以降平均
４回以上が続いており、今年度も４．１４日という結果
になっています。特に、重症患者を看るＩＣＵ・Ｃ
ＣＵでは、「３交替」で４５．７％の職員が「９日以上」、
「２交替」で６０．３％の職員が「４．５回以上」の夜勤を
余儀なくされています。
新型コロナウイルス感染症患者受け入れ医療機関

はもちろんのこと、それ以外での働き方も厳しさを
増しています。日本医労連の「第６次『新型コロナ
感染症』に関する実態調査」でも、院内クラスター
により人員不足になった医療機関や病棟に人材派遣
する、またはコロナ病棟に手厚い人員配置を行うこ
とによって送り出した職場が人員不足となり、「夜
勤体制が減らされた」「夜勤回数が増えた」「２交替
勤務が強行された」などの回答が複数見られました。
大阪や沖縄などで看護職員等が不足して感染者の受
け入れが困難となり、他県からの派遣を要請し、そ
れでも間に合わずに自衛隊の看護官の派遣要請も
行ったことからも看護職員不足は明らかです。しか
し、第２１０回国会で成立した「感染症法等の一部を
改正する法律案」に、「医療従事者の増員」は一言
も盛り込まれていません。

「２交替」職場の増加、夜勤回数増加の要因は人
員不足です。日本医労連は、看護職員が健康でやり
がいを持って働き続けるためには全国３００万人体制
が必要だとする「めざすべき看護体制の提言」を発
表しています。２０２２年秋から新たに取り組む「大幅
増員・夜勤改善署名」にも旺盛に取り組み、看護職
員３００万人体制を実現しましょう。

ささき えつこ

佐々木 悦子
日本医労連中央執行委員長
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夜勤および交替制勤務は
過労死のリスクファクターになり得る

交替制によって異なる労働負荷

２交替制職場の割合が増え続けている

脳・心臓疾患による労災（いわゆる過労死）認定
の基準が２０２１年、２０年ぶりに改正された１）。主な変
更点として、企業に制度導入が努力義務化された勤
務間インターバル（勤務間隔時間）の短い勤務や、
休日のない連続勤務等の労働時間以外の負荷要因を
労災認定において評価することが新たに追加されて
いる。
本稿でそれ以上に注目したいのは、疲労の蓄積と

関連する「不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務」
についての負荷要因として、医労連の「長時間労働
・夜勤規制に関する提言」とも軌を一にする項目が
記載されたことである。長時間の時間外労働（月４５
時間を超えて長くなるほど脳・心臓疾患発症との関
連が強まる）が過労死認定の主要項目であることに
変わりはないが、認定の際に考慮されるべき「不規
則な勤務・交替制勤務・深夜勤務」の負荷要因とし
てもともと記載のあった勤務シフトの変更度合い、
勤務間隔時間（勤務間インターバルと同義）、夜勤
の頻度に加えて、勤務のために夜間に十分な睡眠が
とれない程度、１回の勤務の長さ、休憩・仮眠時間
や施設の状況が新たに明記されたのである。但し、い

ずれも量的基準はない。

看護現場で行われている交番表勤務（roster work）
は、固定されたチームで働いて時間になったら一斉
に次のチームと交代するような一般的な交替制勤務
よりも不規則である２）。
交番表勤務では時間外労働や勤務変更が発生しや
すいことを併せて考えれば、未だに収束しない新型
コロナウイルス感染症の流行下においては、どの勤
務制を行っているのかにかかわらず少なくない看護
師が過労死認定基準にかかるような働き方をしてい
た（今でもしている）ことは想像に難くない。実際
に、日本看護協会が病院や介護施設を対象に２０２０年
９月に行った調査では、４２．２％の病院で看護職員の
出勤状況に変化があったことを報告しており、
２３．７％で超過勤務時間が増えた、２２．５％で夜勤回数
・時間が増えたと回答していた３）。
ところで、上述の過労死認定に関連する負荷要因
で気になるものはあったであろうか。自身の勤務
が、日勤－深夜勤があるような逆循環の３交替制で
は短い勤務間インターバルや夜勤の頻度に、２交替
制では一勤務の長さや休憩・仮眠時間や施設の状況
の項目に目が行くのではないだろうか。なぜなら、
言うまでもなく、夜勤や交替制勤務の辛さが想起で
きるのは自身が行ったことのある勤務だけであり、
辛さを生じさせる負荷は交替制によって異なるから
である。

夜勤実態調査の結果について、最近５年間の変動
を中心に見ていきたい。真っ先に目に飛び込んでき
たのは「２交替病棟の経年推移」で、２交替病棟は

夜勤実態調査にちょい足しして
勤務シフト改善に活かす

まつもと しゅん

松元 俊
独立行政法人労働者健康安全機構
労働安全衛生総合研究所
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看護師の配置は２交替制職場に厚い？

夜勤数と勤務間インターバルからみる
看護労働の過重性

２０２０年に４割を超えてからも増大し続けて調査対象
の４４．９％を占めるまでになった。このままである
と、あと数年で５割を超える勢いである。
次に「２交替制の割合」では、１６時間未満が５５．５％
で１６時間以上の４４．５％を上回った。この傾向が今後
も続くのかは不明であるものの、ここだけ切り取っ
てみれば従来の３交替制から夜勤時間の比較的短い
１６時間未満の２交替制に変わろうと動いているよう
にも見える。深読みすれば、１６時間以上の長時間夜
勤の問題は徐々に認識されつつあるが、それ以上に
従来の３交替制（おそらく逆循環３交替）にとどま
りたくない理由も背後にあるのではないかと思わず
にいられない。

「病棟５０床当たりの看護職員数」は看護職員数と
看護要員数ともに２０１２年を境にして３交替（３３．８
人）よりも２交替（３６．７人）で多くなっている。看
護職員数と看護要員数それぞれの５年間の増加幅
も、３交替で０．８ポイント増と１．１ポイント増なのに
対して、２交替では２．７ポイント増と３．１ポイント増
とより大きい。
また、看護要員数の内訳を見ると「看護要員に占

める看護職員以外の割合」が、３交替では１３．２％か
ら１３．６％に増えているのに対して、２交替では
１２．４％から１２．２％に減っている（つまり看護職員の
割合が２交替より３交替で減っている）。
夜勤に絞って見れば、人員配置が３人以上の割合

は「準夜勤の体制（３交替病棟）」と「深夜勤の体制
（３交替病棟）」がそれぞれ７３．０％から７５．５％、６７．５％
から７２．０％に増えており、「夜勤の体制（２交替病
棟）」は８１．６％から８１．８％とほとんど増えてはいな
いが３交替病棟よりも割合は大きい。これらの結果
をまとめて見ると、３交替制よりも２交替制職場で
人員配置が厚くなっている様子がうかがえる。

夜勤数を見ると３交替制と２交替制では大差が見
られない。「平均夜勤日数（３交替病棟）」が１９９８

年以降はほぼ横這いであったのに対して、ここ２年
で７．５３日から７．８０日へ増大する変化が見られた。同
様に「夜勤日数別の人数と割合（３交替病棟）」で
も８日以内が７５．６％から７１．６％に減ってきている。
また、「平均夜勤回数（２交替病棟）」は、ここ
５年間は大きな変化は見られないが、１９９７年からの
記録上で最も少なかった２００３年の３．７８回から２０２２年
の４．１４回まで増大した。同様に「夜勤回数別の人数
と割合（２交替病棟）」では４回以内が最近の５年
間で６４．４％から６１．８％に減ってきている。ただし、
３交替制には正循環と逆循環があり、２交替制には
１６時間未満と１６時間以上があり、このデータを見る
際にはそれぞれの交替制で夜勤数以外の負荷要因は
異なっている点に注意したい。
見落とされがちだが、交替制勤務において勤務間
インターバルは時間外労働よりも交替制によって決
まってしまう部分が大きい。ＥＵ労働時間指令は、
労働者は２４時間ごとに１１時間連続の休息期間を得る
権利があること示している４）。
１１時間未満の勤務間インターバルはクイックリタ
ーンと呼ばれ、クイックリターンは睡眠時間を短く
し、睡眠の質、眠気、疲労、生活時間といった多様
な項目に悪影響を及ぼすことが報告されている５）。
クイックリターンが生じる勤務の組み合せは、欧
州では準夜勤―早日勤／日勤が多く見られ、その勤
務間インターバルは８．０－１０．０時間である。それに
対して、日本の看護現場でよく見られる日勤－深夜
勤の組み合せでは、勤務間インターバルは７時間以
下である６，７）。
つまり、主に逆循環３交替制においてクイックリ
ターンは生じている。そのためか、逆循環３交替制
では１１時間のインターバル協定を結ぶことは難しい
ことがうかがえる。「インターバル協定の有無」へ
回答のあった施設のなかで、協定を有する施設が
１６．３％と少ないことに加えて、８時間未満の協定で
すら締結の報告が少ないことは自明の理とも言えよ
う。交替制に係わらず看護現場では時間外労働が少
なからず発生しているであろうが、勤務時間だけ見
れば日勤－深夜勤のない３交替制や２交替制では１１
時間よりも長い勤務間インターバルはほぼ無条件に
クリアすることになる。交替制勤務では、一律に勤
務間インターバルを決めることは馴染まないようで
ある。例えば、勤務間インターバルが１１時間未満と
なる勤務の組み合わせを、ひと月あたりで一定回数

特別
寄稿
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勤務シフト表点検のススメ

数値基準のある夜勤・交替制
勤務ガイドライン

に抑えるような協定のあり方が望まれる。

今回の夜勤実態調査の結果からは、看護職員の人
員配置の変化と夜勤の負担増大と２交替化がそれぞ
れ関連している可能性がうかがえた。
米国の調査では看護師の人手不足や夜勤の負担は

離職理由の上位にランクインしていなかったもの
の８）、英国の調査では柔軟性のない硬直した勤務制
では退職時期を早めてしまうかもしれないことが報
告されている９）。なぜ交替制が変更されるのか、変
更されたのかについても、勤務シフト点検の材料と
して職場や施設単位で理由を把握しておく必要があ
る。
筆者らは交替制勤務に従事する看護師の負担軽減

の一環として、ある病棟において勤務間インターバ

ルを延長する介入の効果を調べた１０，１１）。そのきっか
けとなったのが、当該職場で行った「疲労カウンセ
リング」であった。疲労を増大させている働き方に
ついて、病棟看護師にヒアリング調査を行ったので
ある。
ヒアリング調査では日常的に行われている連続夜
勤の負担が大きいという声が挙がり、連続夜勤の中
程に疲労回復機会を確保するための１日の休日を配
置する試行を２カ月間行った。結果は、交替制やひ
と月あたりの労働時間、休日数を大きく変えること
なく、調査に参加した看護師では元の勤務と比べて
試行後の心理的疲弊度は低減した。

夜勤・交替制勤務の問題点や、改善点の優先順位

図表 労働時間の健康と安全のリスクを軽減するための「信号機」勧告

高過負荷、避けるべき
（赤信号）

過負荷、推奨されない
（橙信号）

労働負荷の増大
（黄信号）

推奨
（青信号）

１．労働時間の長さ
１．１．労働時間の長さ（週の労働時間 or

２連休で挟まれた期間の労働時間）
（時間）

＞５５：００ ４８：０１―５５：００ ４０：０１―４８：００ ≧４０：００

１．２．シフトの長さ（フルタイム勤務、時間） ＞１４：００or ＜４：００ １２：０１―１４：００ １０：０１―１２：００ ０４：００―１０：００
１．３．夜勤の長さ（フルタイム勤務、時間） ＞１２：００ １０：０１―１２：００ ０８：０１―１０：００ ≧０８：００
１．４．連続勤務数（フルタイム勤務） ≧８or１ ７ ６or２ ３―５
２．労働時間のタイミング（４週間）
２．１．連続する早朝勤務の数 ≧９ ５―８ １―４ ０
２．２．連続する夕勤の数 ６ ５ ４ ０―３
２．３．連続する夜勤の数 ≧６ ５ ３―４ ０―２
３．回復
３．１．１１時間未満の勤務間インターバルの

４週間での数 ≧４ ３ ２ ０―１

３．２．夜勤後の自由時間の長さ（時間） ＜１１ １１：００―２７：５９ ２８：００―４８：００ ＞４８
３．３．週の休養時間
（月曜００：００から日曜２４：００の間、時間） ＜２４ ２４：００―３４：５９ ３５：００―４８：００ ＞４８

４．労働時間の社会的側面（４週間）
４．１．自由な週末の数 ０ １ ２―４
４．２．単日休日の数 ≧５ ４ ２―３ ０―１
４．３．分割勤務の数 ≧４ ２―３ １ ０
５．労働時間を制御するための個人の可能性
５．１．希望するシフトが実現した いいえ はい

１１）HärmäM,ShiriR,etal.Nationalrecommendationsforshiftschedulinginhealthcare : A5―yearprospectivecohortstudyonworkinghourcharacteristics. IntJNursStud2022 ;
134 : 104321.の補足資料を著者訳
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は施設・職場ごとに少しずつ異なるだろう。調査を
通じて、勤務の「なに」が問題なのかだけでなく、
「どれくらい」問題なのかを見える化し職場で共有
することが必要であることを夜勤実態調査を眺めて
いて改めて認識させられた。
最近の研究では、シフト表勤務点検で夜勤・交替

制勤務の労働時間の問題を見える化することに役立
つ勧告（図表）がフィンランド労働衛生研究所（Ｆ
ＩＯＨ）から示された１２）。題して、The FIOH“Traf-
fic light” national recommendations to decrease
the health and safety risks of working hours（労
働時間による健康と安全のリスクを軽減するための
ＦＩＯＨ「信号機」勧告）である。
この勧告は、とくに３つの推奨事項が強調されて

おり、それは①連続勤務（特に連続夜勤の）回避、
②正循環勤務を促すための短い勤務間インターバル
（〈１１時間未満〉の回避、３）労働時間を統制する

ために希望シフトが通りやすいことであった。
図表の通り、推奨される青信号から、避けるべき
赤信号まで、数値基準のある４段階で１４項目につい
てチェックすることが可能であり、「なに」を「ど
れくらい」改善するのか目標が立てやすくなってい
る。
この研究では、夜勤・交替制勤務が法的に規制さ
れていなくとも、シフトスケジューリングソフト等
を通じて勧告事項に現場が触れることで、交替制が
部分的でも勧告に沿った形で実際に改善されること
が示された点が大変興味深い。そこから言えるの
は、国内では他に夜勤・交替制勤務に着目した継続
的な統計調査がない中で、夜勤実態調査は大変貴重
であり、看護現場の働き方の問題点について情報を
得るだけでなく、職場や個人の気づきから行動まで
を促すのに必要不可欠であるということだ。彼を知

あやう

り己を知れば百戦殆からず、なのである。
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概 要

「３交替」５０床当たりの平均看護職員数は、「正循環」３３.４人、「正循環以外」３０.３人

「２交替」職場では４割を超える病棟で、心身に与える有害性が非常に強い「１６時間以
上の長時間夜勤」となっている

看護師確保法・基本指針に抵触する「月９日以上（２交替では月４.５回以上）」の夜勤は、
「３交替」約３割、「２交替」４割。特にＩＣＵ（集中治療室）・ＣＣＵ（冠疾患集中治
療室）等では回数オーバーの突出が続いている

勤務と勤務の間の時間が極端に短く、疲労が回復しない「８時間未満」の勤務間隔が
４０.６％。インターバル協定「有」は１割強にとどまり、多くの職場で協定未締結

夜勤協定「有」は７割弱にとどまり、３割以上で夜勤のルールが野放し状態

日本医療労働組合連合会（佐々木悦子中央執行委員長・１６万６，６８０人）は、「２０２２年度夜勤実
態調査」を実施しました。この調査は、医療機関で働く看護職員等の夜勤実態を全国的規模で

把握するため毎年実施しているものです。２０２２年６月の勤務実績（３４５施設・２，５９８職場・看護職員９３，４８３人、
看護要員１１３，０８８人分）の調査結果がまとまりましたので報告します。
※以下（ ）内数字は２０２１年度結果

・心身の負担が少ない「正循環」は「正循環以外」より、５０床当たりの看護職員が３人多く配置され
ている。健康に働き続けるためには、看護職員の増員が必要不可欠である。

・８時間以上の長時間勤務となる「２交替」病棟の割合は、４４.９％（４４.０％）と昨年より増加し、過
去最多となった。「１６時間以上」の長時間夜勤は、「２交替」職場のうち、病棟数の４４.５％（５２.７％）、
看護職員数の４３.１％（５２．１％）。長時間夜勤における安全面と健康面でのリスクは海外の研究から
も明らかになっている。昨年度よりそれぞれの割合は改善しているものの、安全に健康に働き続け
るには、長時間夜勤に対する労働時間規制と夜勤日数の制限が必要であり、現状の改善が急がれる。

・「３交替」の平均夜勤日数は７.８０日（７.６２日）。「月９日以上」は２８.４％（２５.１％）。
・「２交替」の平均夜勤回数は４.１４回（４.１４回）。「月４.５回以上」は３８.２％（４０．１％）。
・重篤・重症の急性期患者を看る「ＩＣＵ・ＣＣＵ等」では「３交替」４５.７％（３８.２％）、「２交替」６０.３％
（６１.２％）。ともに回数オーバーが突出しており深刻な実態が続いている。

・「８時間未満」と極端に短い勤務間隔は昨年同様、４割にも及んでいる。ＩＬＯ（国際労働機関）
第１５７号勧告の基準を満たさない、勤務間隔「１２時間未満」は５６.８％（５３.３％）と変わらず高く、依
然として、過酷な労働環境の中で日勤と夜勤を繰り返しながら勤務している看護職員が非常に多い。

・インターバル協定は「有」１６.３％（１４.５％）。「働き方改革関連法」により、勤務間インターバル制
度の導入が事業主の努力義務として規定されたものの、インターバル協定を締結しているところは
まだまだ少ない。安全に健康に働き続けるためにも、インターバル協定の締結が急がれる。

・夜勤協定の有無は「有」６８.７％（６５.７％）、「無」３１.３％（３４.３％）。３割以上の施設で夜勤に関する
ルールがない実態は非常に深刻である。早急に夜勤協定締結に向けての議論を開始し、長時間夜勤
の規制と夜勤日数の制限など、安全面と健康面に配慮した協定締結が急がれる。

２０２２年度
夜勤実態調査結果

６ 医療労働



Ⅰ 調査概要

（１）調査の目的

（２）調査時期

（３）調査対象

（４）調査方法と集計方法

（５）集約の結果

Ⅱ 入院部門の調査結果

（１）施設数、病棟数、病床数、看護職員数

（２）夜勤形態別・施設数

調査施設分類

38.4%

23.0% 38.7%

混合施設
（夜勤の形態①～⑤の混合）

３交替制のみの施設
（夜勤の形態①②）

２交替制のみの施設
（夜勤の形態④⑤）

（３）夜勤形態別の職場数

（４）夜勤形態別の病床数

（５）夜勤形態別の看護職員数

医療機関における看護職員などの夜勤・長時間労
働の実態を把握し、増員・夜勤改善・労働時間規制
など働き続けられる職場づくりに活用する。

２０２２年６月～９月末。

日本医労連加盟組合（単組、支部、分会）のある

医療機関で、２４時間交替制勤務を行っている施設。

全国組合・都道府県医労連を通じて、加盟組合に
調査表を送付し、２０２２年６月の勤務実績に基づいて
記載したものを回収集計した。

回収数は、３４５施設（３５７施設）、２，５９８職場（２，７２９
職場）、看護職員９３，４８３人（９７，６４６人）、看護要員
１１３，０８８人（１１９，９４９人）を集約した。

３４４施設、２，４３１病棟、９７，８０１病床、看護職員６８，２３８
人、看護要員７８，４１７人の調査結果となった。

「３交替」のみが１３３施設３８．７％（１４８施設４１．６％）、
「２交替」のみが７９施設２３．０％（７９施設２２．２％）、３
交替と２交替の勤務が混在する「混合」が１３２施設
３８．４％（１２９施設３６．２％）だった。

「３交替」１，２２８職場５０．５％（１，３３６職場５２．２％）、
「２交替」９５６職場３９．３％（１，００２職場３９．２％）、「混
合」２４７職場１０．２％（２２１職場８．６％）だった。

「３交替」が５１，１３７床５２．３％（５６，３０８床５３．９％）、
「２交替」が３６，６８４床３７．５％（３８，３４１床３６．７％）、「混
合」が９，９８０床１０．２％（９，７８３床９．４％）だった。

「３交替」は看護職員３３，９４４人４９．７％（３６，９７７人
５１．０％）、看護要員３９，３４４人５０．２％（４２，７５０人５１．６％）。
「２交替」は看護職員２６，９１３人３９．４％（２８，７１２人
３９．６％）、看護要員３０，５６５人３９．０％（３２，３５８人３９．１％）。
「混合」は看護職員７，３８１人１０．８％（６，７９５人９．４％）、
看護要員８，５０８人１０．８％（７，６８０人９．３％）だった。
「２交替」職場のうち、病棟数の４４．５％（５２．７％）、
病床数の４３．１％（５３．２％）、看護職員数の４３．０％

＊（ ）内数字は２０２１年度結果

結果
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50床当たり看護職員数の推移

（５２．１％）、看護要員数の４３．８％（５３．０％）で「１６時
間以上」の長時間夜勤を行っている。

２００６年以降、「２交替」長時間夜勤が増え、「２交
替」病棟の割合は年々増加し、今回の調査では４４．９％
（４４．０％）と、過去最多となった。

「３交替」職場の看護職員数は５０床当たり平均３３．８
人（３３．１人）、看護要員数は３９．１人（３８．２人）だっ

た。看護職員数は、ここ数年は微増減をくり返しな
がらほぼ横ばいである。一方で、看護要員数は、２０１０
年診療報酬改定における「急性期看護補助加算」の
新設や、その後も診療報酬上での評価などにより増
加傾向をたどり、今年度は過去最多となった。
「３交替（正循環）」の看護職員数は５０床当たり平
均３３．４人（３７．０人）、看護要員数は３８．２人（４１．７人）
だった。「３交替（正循環以外）」の看護職員数は５０
床当たり平均３０．３人（２９．７人）、看護要員数は３５．６
人（３５．０人）だった。

「２交替」職場の看護職員数は５０床当たり平均３６．７
人（３６．９人）、看護要員数は４１．９人（４１．６人）だっ
た。看護職員数・看護要員数ともにここ数年は増加
傾向にある。

８ 医療労働



準夜勤人数(３交替)

深夜勤人数（３交替）
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（８）「３交替」の夜勤実態
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7.2

7.4

7.6

7.8

8.0

8.2

8.4

8.6

8.8

9.0

2022（年）2016 201920132004 2007 201020011992 1995 199819881985

7.627.62

7.807.80

8.78.7

8.88.8

8.78.7
8.638.63 8.618.61

8.528.52

8.428.42

8.148.14

7.997.99

7.897.89 7.867.86

7.737.73

7.637.63
7.637.63

7.617.61

7.687.68
7.717.71

7.537.53

7.687.687.667.66

7.627.62

7.537.53

7.577.57

7.547.54

7.627.627.637.63

7.597.59
7.637.63

7.637.63

7.62 7.62 

7.64 7.64 

7.53 7.53 

7.697.697.687.68

7.607.60

（回）

（３交替）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
（％）

7日 8日 9日6日以内 10日以上

（年）

2021

2022

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

平均夜勤日数の推移（３交替）

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2021（年）2017 20192013 201520112007 20092003 200520011997 19991995

（％）

３人以上

３人 ２人

１人
４人

５人以上

74.174.1 75.575.574.274.273.373.373.073.073.073.073.873.874.474.474.174.175.175.1
71.571.5

73.873.872.872.8
70.070.0

67.367.3

60.760.7
60.460.4

53.653.6
55.755.7

50.350.3

55.455.4

51.751.7
51.551.5

51.051.0

56.856.8

51.451.4

44.444.4
41.441.4

平均夜勤日数は７．８０日（７．６２日）だった。
また、「正循環」と「正循環以外」でみると「３

交替（正循環）」７．７７日（７．６５日）、「３交替（正循
環以外）」７．５０日（７．４０日）だった。

１カ月「８日以内」の夜勤日数に収まっている看
護職員は７１．６％（７４．９％）で、コロナ禍の３年間で
一番少なく、ここまで低い数値は１９９６年以降一度も
なかった。看護師確保法・基本指針に抵触する「９
日以上」の夜勤を行っている看護職員は２８．４％
（２５．１％）おり、３割近い看護職員が「９日以上」
の夜勤に従事している。特に「ＩＣＵ・ＣＣＵ等」
では「９日以上」４５．７％（３８．２％）と回数オーバー
の突出が続いており、「急性期一般」３３．８％（３２．６％）、
「回復期リハ」３２．８％（２７．０％）、「地域包括ケア」
３０．７％（２９．１％）も多い。
夜勤体制をみると「３人以上」は、「準夜勤」７５．５％

（７４．１％）、「深夜勤」７２．０％（６９．７％）。入院基本料
「７対１」が新設され、看護師の配置数が増加し始
めた２００６年以降は、「準夜勤」「深夜勤」ともに「３
人以上」の割合が増え、現在はその割合が維持され
ている。一方で、安全上も問題の大きい「１人夜勤」
は、「準夜勤」２．９％（２．４％）、「深夜勤」２．９％（２．１％）
だった。

結果

医療労働 ９



（９）「２交替」の夜勤実態

平均夜勤回数(１カ月あたりの回数)
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（１０）夜勤専門看護師

平均夜勤回数は４．１４回（４．１４回）だった。平均夜
勤回数の経年比較では、２０１０年以降、平均４回を超
える結果が続いている。

１カ月「４回以内」の夜勤回数に収まっている看
護職員は６１．８％（５９．９％）と改善した。「４．５回以上」
３８．２％（４０．１％）、「５．５回以上」１２．３％（１４．０％）
だった。「３交替」同様、「ＩＣＵ・ＣＣＵ等」は「４．５
回以上」６０．３％（６１．２％）と回数オーバーの突出が
続いている。

「１６時間未満」と「１６時間以上」の平均夜勤回数
の比較では「１６時間未満」が４．２２回（４．２５回）、「１６
時間以上」は３．９４回（４．０１回）だった。

夜勤体制をみると「３人以上」は、８１．８％（８３．６％）。
２００６年以降、夜勤体制の改善がすすみ、２０１３年以降
は「３人以上」が７０％を超え、２０１５年以降は８０％を
超える結果が維持されている。一方で、「２交替」
の長時間夜勤において、「１人夜勤」が２．６％（１．１％）
あることは、安全面からみて深刻な問題であり、労
働者の健康を守るうえでも改善が必要な課題であ
る。

夜勤専門看護師が看護職員に占める割合は、「３
交替」０．５％（０．９％）、「混合」１．１％（１．８％）、「２
交替１６時間未満」で１．２％（０．９％）、「２交替１６時間
以上」１．１％（１．０％）、全体で０．８％（１．０％）だっ
た。
病棟における夜勤専門看護師の割合は、「３交替」

９．０％（９．１％）、「混合」１９．８％（２７．１％）、「２交替
１６時間未満」１９．４％（１６．５％）、「２交替１６時間以上」
１７．４％（１８．０％）、全体で１３．８％（１３．８％）だった。
「混合」については、今年と一昨年とを比較すると
ほぼ横ばいで、全体で見ても変化はない。夜勤人員
の不足が続くなかで、夜勤専門看護師に頼らなけれ
ば夜勤体制の維持・管理ができない状況が続いてい
ると推察できる。

１０ 医療労働



（１１）夜勤体制別病床数による夜勤配置人数

（１２）シフトの数

（１３）勤務間隔

最も短い勤務間隔

8時間以上12時間未満
16.2%

12時間以上16時間未満
40.2%

16時間以上
3.0% ８時間未満

40.6%

（１４）妊産婦数・休業者数など

２００７年に採択された国会請願の内容「看護職員の
配置基準を夜勤は患者１０人に看護師１人以上」を基
本としてみると、３交替「準夜勤」の「３０～３９床・
３人配置以上」６７．９％（６１．６％）、「４０～４９床・４人
以上配置」２２．４％（２１．６％）。３交替「深夜勤」の
「３０～３９床・３人配置以上」６４．１％（５９．０％）、「４０
～４９床・４人以上配置」１３．３％（１４．２％）。「２交替」
の「３０～３９床・３人配置以上」６７．６％（８０．８％）、「４０
～４９床・４人以上配置」２４．４％（３１．４％）という結
果だった。

「３交替」でシフト３個と回答したのは「正循環」
６２．５％（６１．４％）、「正循環以外」３２．２％（２８．２％）。
「２交替」でシフトが２個と回答したのは「１６時間
未満」８．２％（１０．８％）、「１６時間以上」２５．７％（２８．０％）
だった。
最大シフト数は、「３交替（正循環）」９個、「３
交替（正循環以外）」１１個、「２交替（１６時間未満）」
１５個、「２交替（１６時間以上）」９個だった。
人手不足を補うために、時差勤務でシフト数を増

やし、必要な時間帯に看護師等を数人増やしながら
体制の維持・管理をしていることが推測できる。

最も短い勤務間隔（勤務から次の勤務までの間隔）
は、「８時間未満」４０．６％（４１．７％）、「８時間以上
１２時間未満」１６．２％（１１．６％）、「１２時間以上１６時間
未満」４０．２％（４３．１％）だった。
ＩＬＯ第１５７号勧告の基準を満たさない「１２時間

未満」の短い勤務間隔は５６．８％（５３．３％）と高く、
勤務間隔「１６時間以上」は、わずか３．０％（３．６％）
だった。

看護職員では、妊娠者１．４％（１．４％）、産休者１．０％
（１．２％）、育休者３．４％（３．５％）。育児短時間取得は
３．５％（３．７％）、長期の病欠者は０．７％（０．６％）だっ
た。

結果
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Ⅲ 外来・手術室の夜勤実態

（１）外来

（２）手術室

Ⅳ 基礎項目等の結果

（１）夜勤協定の状況

夜勤協定の有無

無31.3%

有
68.7%

（２）インターバル協定の有無

有効回答数は１２６職場で、「３交替」３２職場２５.４％
（２６.８％）、「混合」１０職場７.９％（４.１％）、「２交替（１６
時間未満）」２６職場２０.６％（１２.２％）、「２交替（１６時
間以上）」２６職場２０.６％（３０.１％）、「当直・２交替」
８職場６.３％（３.３％）、「当直」２４職場１９.０％（２３.６％）
だった。
夜勤回数は、「３交替」８日以内６６.９％（７８.４％）、

「２交替（１６時間未満）」４回以内８３.７％（８５.４％）、
「２交替（１６時間以上）」４回以内８３.９％（７４.３％）、
「当直・２交替」４回以内９８.８％（９８.２％）、「当直」
の４回以内９３.１％（９８.５％）だった。
平均夜勤回数は、「３交替（正循環）」８.０９日（７.０９
日）、３交替（正循環以外）」６.４９日（６.２６日）、「混
合」４.６２回（５.８６回）、「２交替（１６時間未満）」３.２４

回（３.４０回）、「２交替（１６時間以上）」３.２７回（３.２０
回）、「当直・２交替」３.３６回（３.１１回）、「当直」３.９７
回（４.６１回）だった。
１人夜勤は、「３交替・準夜勤」で３１.６％（２１.６％）、

「３交替・深夜勤」で３６.４％（３８.９％）、「２交替」で
３４.４％（２２.９％）、「当直」では６９.０％（７１.４％）だっ
た。

有効回答数は３７職場で、「３交替」２１.６％（１１.７％）、
「２交替（１６時間未満）」２４.３％（１６.３％）、「２交替
（１６時間以上）」２４.３％（２０.９％）、「当直・２交替」２.７％
（４.７％）、「当直」１６.２％（３９.５％）。昨年より「当直・
２交替」と「当直」が減り、「３交替」と「２交替」
が増加した。

夜勤協定の有無は「有」６８.７％（６５.７％）、「無」３１.３％
（３４.３％）だった。３割以上の施設で夜勤に関する
ルールがない実態は非常に深刻である。

インターバル協定「有」は１６.３％（１４.５％）。「働
き方改革関連法」により、勤務間インターバル制度
の導入が事業主の努力義務として規定されたもの
の、インターバル協定を締結しているところはまだ
まだ少ない状況のままである。
インターバル協定の勤務間隔では、「１２時間以上」
が６５.９％（７８.０％）と多く、「１２時間未満」は３４.１％
（２１.９％）だった。

１２ 医療労働



Ⅴ 長時間労働規制・夜勤改善に向けて

人間の生体リズムに反した夜間労働、特に長時間夜勤については、心身に与える有害性が科学的にも明
らかになっています。健康リスクとしては、短期的には慢性疲労や感情障害、中期的には循環器疾患や糖
尿病、長期的には発がん性（乳がん、前立腺がん）が指摘され、安全面においても、夜勤や長時間労働の
作業は、酒気帯び運転と同等以上のリスクがあると指摘されています。さらに、勤務シフトの数が十数種
類にも及ぶ、非常に不規則な勤務環境が負担をより増大させています。
しかしながら、医療機関では、夜勤・交替制勤務は避けられません。よって、長時間に及ぶ夜勤や短す

ぎる勤務間隔については、その改善や規制が強く求められます。諸外国では、ＩＬＯ「夜業条約（第１７１
号）」やＥＵ（欧州連合）の「労働時間指令」などに基づいた規制が行われ、「有害業務」である夜間勤務
から労働者の健康と生活を保護しています。ＩＬＯ「看護職員の雇用と労働および生活条件に関する勧告
（第１５７号）」では、「１日の労働時間は８時間以内」「時間外を含めても１２時間以内」「勤務と勤務の間に少
なくとも連続１２時間以上の休息期間を与えなければならない」などを定めています。日本でも諸外国並み
の保護措置をとり、労働者が働き続けられる環境整備が必要です。

■過酷な長時間労働の実態と勤務間隔の短さ
「２０２２年度夜勤実態調査」結果は、「２交替」病棟
の割合が４４.９%と昨年より増加し、過去最多となり
ました。「１６時間以上」の長時間夜勤は「２交替」
職場のうち、病棟数の４４.５％、看護職員数の４３.１％
と変わらず高い結果でした。また、国際基準である
ＩＬＯ第１５７号勧告で規制されている「勤務間の休
息期間」に反した「１２時間未満」の短い勤務間隔は
５６.８％。さらに、勤務を終えて帰宅後に身の回りの
ことをするだけで睡眠時間がほとんどとれない「８
時間未満」の勤務間隔は４０.６％という結果でした。
患者のいのちを預かる看護職員の多くが、依然と

して過酷な労働環境の中で勤務に従事している実態
が続いており、日本医労連が目指す労働環境の改善
には至っていません。インターバル協定「有」は１
割強にとどまっており、多くのところでインターバ
ル協定が未締結となっています。安全に健康に働き
続けるためにも、インターバル協定の締結が急がれ
ます。患者の安全を守るため、そして、働くわたし
たちの健康を守るためにも実効ある規制が必要で
す。この過酷な労働環境を打開するために、看護職
員自らがしっかりと声をあげることが求められてい
ます。

■減らない夜勤日数、３割が夜勤協定「無」
人事院は１９６５年、看護師の夜勤制限の必要性を認

め、「夜勤は月平均８日以内」「１人夜勤禁止」など
の「判定」を出しました。その後、１９９２年の「看護
師等の人材確保の促進に関する法律」（以下、看護
師確保法）基本指針では、離職防止対策として夜勤
負担の軽減をあげ「複数・月８日以内の夜勤体制の
構築」を位置付けました。２００７年には参議院本会議
で私たちが取り組んできた「安全・安心の医療と看
護の実現を求める増員署名」の請願が全会一致で採
択されました。採択された請願事項は、①医師・看
護師など医療従事者を大幅に増員すること、②看護
職員の配置基準を夜間は患者１０人に対して１人以
上、日勤時は患者４人に対して１人以上とするなど
抜本的に改善すること、③夜勤日数を月８日以内に
規制するなど「看護師確保法」等を改正すること、
の３項目でした。しかし、これらは慢性的な人員不
足により、今もなお、順守されていません。
今回の調査でも、「月９日以上（２交替では月４.５回

以上）」の夜勤日数が目立ちました。「３交替」職場
の平均夜勤日数は７.８０日で昨年より若干増え、３割
近い看護職員が月９日以上の夜勤に従事していま
す。「２交替」職場の平均夜勤回数は４.１４回で、４
割の看護職員が月４.５回以上の夜勤に従事していま
す。また、今回の調査でも「３交替」「２交替」と
もに、「ＩＣＵ・ＣＣＵ等」での夜勤回数オーバー
が突出しています。重篤・重症の急性期患者の容態
を２４時間管理する集中治療室の職場で、安全・安心
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の医療提供体制や看護職員の健康被害が危惧される
事態が続いています。
病棟における「夜勤専門看護師」の割合は、ここ

数年１割強が続いています。夜勤人員の不足が続く
なかで、夜勤専門看護師に頼らなければ夜勤体制の
維持・管理ができない状況が推察できます。
また、心身に負担の少ない「正循環」は「正循環

以外」より、５０床当たりの看護職員数が３人多く配
置されていました。生体リズムにより近づけて、健
康に働き続けるためには、看護職員の増員が必要不
可欠であるといえます。
「夜勤協定」の有無では、「有」６８.７％、３割以上
の施設で夜勤協定「無」という結果でした。労働者
を守るためにすべての組織で「夜勤協定」を締結し、
順守させることが今求められています。日本医労連
が作成した「夜勤協定の手引き」のリーフや学習資
料などで学習を進めることが重要です。

■制度や通知を活用して職場改善を
医療の現場は、患者の高齢化・重症化に加え、高

度化・複雑化・ＩＴ化などにより、看護師等の労働
環境は一層過密で過酷な状況に追い込まれていま
す。あまりにも業務が複雑で、看護の基本である患
者個人の尊重や個別性を大事にするということに時
間がさけず、その結果、疲弊し、退職をするという
負のスパイラルに陥ります。
厚生労働省は２０１１年の「５局長通知」のなかで「看

護師等は、厳しい勤務環境に置かれている方も多く、
特にその多くが夜勤を含む交代制を伴う病院勤務の
看護師等であり『雇用の質』の向上が喫緊の課題」
としました。また、２０１３年の「６局長通知」では、
「国民が将来に渡り質の高い医療サービスを受ける
ためには、医療分野の『雇用の質』の向上を通じ、
医療スタッフが健康で安心して働くことができる環
境整備を促進することで、医療に携わる人材の定
着・育成を図ることが必要不可欠」としています。
２０１４年の医療法改正では「医療従事者の勤務環境
改善」が位置付けられ、全都道府県に「医療勤務環
境改善支援センター」を設置しました。２０１５年から
は「病院等の勤務環境に関するアンケート調査」を
継続して実施し、２０１６年の診療報酬改定では「夜間
看護体制の充実に対する評価」を出しました。また、
２０１７年１月には「労働時間の適正な把握のために使
用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を発出

しました。このガイドラインでは、使用者は「適正
な労働時間管理を行なう責務がある」とし、労働を
余儀なくさせるような黙示の指示による場合も「労
働時間」として取り扱うことを明記しました。具体
的には、①業務に必要な準備行為や後始末、②指示
があった場合に即時業務に従事することが求められ
る待機時間、③実質的に参加が義務付けられている
研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務
に必要な学習時間等も「労働時間」としています。
また、２０１８年６月に成立した「働き方改革関連法」
では、「時間外・休日労働の上限規制」導入、「労働
時間の状況」把握義務、「勤務間インターバル」制
度設定の努力義務、「年次有給休暇」５日付与の義
務等が位置付けられました。これらの制度や通知等
は、わたしたちが厳しい現場実態を国民に知らせ、
世論形成し、政府・厚労省に実態を訴え続けた成果
とも言えます。積極的に活用し、勤務環境改善につ
なげることが求められます。

■わたしたちの要求を実現するために
「目をみて看護したい」「患者さんの話をゆっくり
聞きたい」「１日に何回も『ちょっと待って』と言
わないで手を止めて患者さんと向き合いたい」「た
だただ業務をこなすだけなんて嫌」。これは、看護
現場から寄せられた声の一部です。日本医労連では、
２０２２年２月～５月を集約期間として、看護職員から
「やりたい看護」の声を集める取り組みを行いまし
た。
看護現場では、新型コロナの感染拡大前から常態
化する人手不足によって、長時間労働や月８日を超
える夜勤、勤務間隔８時間未満が４割超えなど、厳
しい働き方を余儀なくされてきました。そしていま、
コロナ禍でさらに働き方が過酷になり、退職者も増
え、人手不足に拍車がかかっています。多くの看護
職員は、慢性的な人手不足と過酷な働き方によって
本当はやりたいと思う看護があってもそれができず
に悔しい思いをしています。寄せられた１，１６３人分
の看護職員の声は、その実情がとてもよく分かる内
容でした。
また、この間取り組んできたさまざまなアンケー
トでも、ぎりぎりの人員体制の中でコロナ患者の対
応をし、心身ともにくたくたに疲れてしまい「もう
限界」と退職を決めた・考えているという声や、自
分自身が感染源にならないようにと私生活にも大き
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な制限をかけながら必死に勤務している様子が数多
く寄せられていました。患者のいのちを預かる看護
職員が、自らの健康を犠牲にせざるをえない勤務環
境のなかで、患者・利用者に安全・安心の医療・看
護を提供するには限界があります。ただちに看護職
員の増員と実効ある夜勤規制を行い、改善を図るこ
とが必要です。
看護職員の夜勤改善と大幅増員が緊急の課題であ

ることから、わたしたちは２０１４年９月、ＩＬＯ条約・
勧告等に基づいた国際基準の勤務環境実現のために
「めざすべき看護体制の提言」を発表し、現在の看
護職員数の約２倍に相当する全国３００万人体制の実
現をめざしています。（２０２１年６月に改訂版発出）。
厚労省は２０１９年１０月、「看護職員需給分科会」中

間とりまとめを発表し、２０２５年に必要な看護職員数
の推計結果を１８８万人～２０２万人と報告しました。わ
たしたちがめざしている３００万人体制からは大きく
かけ離れています。
今回の調査でも明らかになったように、医療の高

度化や患者の重症化などに追いつかない人員体制の
中で、依然として長時間夜勤や短すぎる勤務間隔の
実態は改善されず、看護師等の健康や患者の安全が
脅かされる事態が続いています。根本的な問題は「人
手不足」であり、問題解決には「大幅な人員増」が
必要不可欠です。少ない人員のまま、勤務シフトを
増やす・変えるなどしても、何ら改善にはつながら
ないことが改めて明らかになった調査結果といえま
す。夜勤は、労働条件の根幹にかかわる問題です。
看護職員の労働環境改善は、看護の質の向上に直結
するとともに、患者・利用者の安全と個人の尊厳を
まもることにつながります。
日本医労連は、この秋から大幅増員と夜勤改善な
どを求めた新署名「安全・安心の医療・介護実現の
ため、医師・看護師・介護職員の大幅増員を求める
国会請願署名」に取り組んでいます。より多くの患
者・国民のみなさんにも支援を呼びかけながら、国
に対して抜本的な改善を図ることを強く求めます。

【長時間労働・夜勤規制に関する提言】
２０１０年１月１９日
日本医療労働組合連合会

① １日の所定内労働時間は、８時間以内にすべきである。
② １日の労働時間は、時間外を含めて１２時間を超えてはならない。
③ 交替勤務では、次の交替勤務まで、連続１６時間以上（少なくとも連続１２時間以上）の
休息を与えねばならない。

④ 夜勤は、月６４時間を超えるべきでない。
⑤ 夜勤時の配置人員は、患者（利用者）１０人に１人以上とすべきである。
⑥ 人員配置は、少なくとも年次有給休暇の完全取得を前提とすべきである。
⑦ 交替制勤務者には、年齢を問わず、乳がん・前立腺がんの定期検診を義務付けなけれ
ばならない。

※「べきである」は「原則」であり、「ならない」は禁止事項
※健診とは総合的な健康診断、検診とは特定の病気かどうかの診察
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看護職員の雇用、労働条件及び生活状態に関す
る条約（ILO第１４９号）から抜粋

第 六 条
看護職員は、次の分野において当該国の他の労働

者の条件と同等の又はそれ以上の条件を享受する。
⒜ 労働時間（超過勤務、不便な時間及び交替制

による労働に関する規制及び補償を含む。）
⒝ 週休
⒞ 年次有給休暇
⒟ 教育休暇
⒠ 出産休暇
⒡ 病気休暇
⒢ 社会保障

看護職員の雇用、労働条件及び生活状態に関す
る勧告（ILO第１５７号）から抜粋

Ⅷ 作業時間及び休息期間
３１ 看護職員の作業を編成するために必要な時間、
指示を受け及び伝達するために必要な時間等看護職
員が使用者によつて自由に使用され得る時間は、呼
出し待機に関するありうる特別規定に従うことを条
件として、看護職員の作業時間として計算されるべ
きである。
３２� 看護職員の通常の週労働時間は、当該国の一
般労働者について定められている労働時間を上回る
べきではない。
� 一般労働者の通常の週労働時間が四十時間を

超える場合には、一九六二年の労働時間短縮勧告９
の規定に従つて、看護職員のために給料を減少させ
ることなく労働時間を漸進的にしかしできる限り速
やかに週四十時間の水準にまで短縮するための措置
がとられるべきである。
３３� 一日当たりの通常の労働時間は、弾力的な作
業時間又は週労働日数の短縮に関する措置が法令、
労働協約、就業規則又は仲裁裁定によつてとられる
場合を除くほか、継続的であるべきであり、かつ、
八時間を超えるべきではない。いかなる場合にも、
通常の週労働時間は、３２�に規定する限度内にとど
められるべきである。
� 一日の労働時間（超過勤務を含む。）は、十

二時間を超えるべきではない。
� この３３の規定に対する一時的な例外は、特別

な緊急の場合にのみ認められるべきである。
３４� 合理的な長さの食事時間が与えられるべきで

ある。
� 通常の労働時間に含まれる合理的な長さの休

憩時間が与えられるべきである。
３５ 作業時間表は、看護職員がその個人生活及び家
族生活をそれに応じて組織し得るようにするため、
看護職員に充分事前に予告されるべきである。この
作業時間表に対する例外は、特別な緊急の場合にの
み認められるべきである。
３６� 看護職員が四十八時間未満の継続する週休を
受ける権利を有する場合には、看護職員の週休を四
十八時間の水準にまで引き上げるための措置がとら
れるべきである。
� 看護職員の週休は、いかなる場合にも、継続

する三十六時間を下回るべきではない。
３７� 超過勤務、不便な時間における労働及び呼出
し待機を用いることは、できる限り少なくすべきで
ある。
� 超過勤務及び公の休日における労働に対して

は、代休が与えられるべきであり及び（又は）通常
の賃金率よりも高い率で賃金が支払われるべきであ
る。
� 公の休日以外の不便な時間における労働は、

給料への追加によつて補償されるべきである。
３８� 交替制による労働は、国内における他の雇用
に係る交替制による労働について適用される報酬の
増加を下回らない報酬の増加によつて補償されるべ
きである。
� 交替制による労働に従事する看護職員は、交

替時間と次の交替時間との間に少なくとも十二時間
の継続する休息期間を享受すべきである。
� 無給の時間帯によつて分断される一回の交替

勤務時間（分割された交替勤務時間）は、避けられ
るべきである。
３９� 看護職員は、国内の他の労働者と少なくとも
同じ長さの年次有給休暇を受ける権利を有すべきで
あり、かつ、そのような休暇をとることを要求され
るべきである。
� 年次有給休暇の長さが一年の勤務につき四週

間未満である場合には、看護職員のために休暇の長
さを漸進的にしかしできる限り速やかに四週間の水
準にまで引き上げるための措置がとられるべきであ
る。
４０ 特に困難な又は不快な条件の下で労働する看護
職員は、報酬総額の減少を伴うことなく、労働時間
の短縮及び（又は）休息期間の増加を享受すべきで
ある。

資 料
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２０２２年度
夜勤実態調査実施資料

全 体 全国組合を除く

都道府県 施設数 職場数 看護職員
総数（人）

看護要員
総数（人） 施設数 職場数 看護職員

総数（人）
看護要員
総数（人）

北海道 ３３ ２２８ ８，７８７ ９，９６８ １１ ５２ ２，６８７ ２，９０３
青森 ８ ５４ １，７３４ ２，１７３ ４ ２６ ７９２ ９６０
秋田 ７ ４０ １，１２７ １，４５３ ６ ３２ ８８１ １，１３６
岩手 １７ ８０ ３，０２９ ３，７６１ １４ ６７ ２，５５８ ３，２６４
山形 １５ ９９ ３，０４９ ４，３６４ １５ ９９ ３，０４９ ４，３６４
宮城 ８ ４６ １，３３５ １，４９７ ５ ２１ ５５７ ６７８
福島 ８ ５５ １，６３３ １，８７７ １ ２１ ４００ ４６１
千葉 ４ ３４ １，３４４ １，４９６
埼玉 ３ ３４ １，４３８ １，５９８
群馬 ４ ３０ １，０４１ １，５１７ ３ １４ ５１９ ９５９
栃木 ４ ２７ ９９３ １，２８５ ２ １３ ４４３ ６６５
茨城 ７ ７５ ２，５０６ ２，６８３
山梨 ２ １０ ３４７ ５８６
長野 １３ ７０ ２，２３１ ２，７７２ ６ ２９ ９１６ １，２６３
新潟 ５ ３６ １，４８４ ２，１４０ ３ ２３ ８８３ １，０３９
東京 １３ １５４ ６，４０１ ７，００９ １０ １１８ ５，０８１ ５，５５９
神奈川 ６ ８９ ３，９１１ ４，３５９ ３ ５０ ２，５８１ ２，８４３
愛知 １１ ９４ ３，９１１ ４，０１９ １ ２ ５８ ５８
静岡 ９ ６４ １，９５３ ２，６５２ １ ７ １８０ ２２８
岐阜 ８ ４５ １，６７１ ２，１７２
三重 １２ ８４ ２，８８５ ４，４５２
富山 ６ ４０ １，３２９ １，４８０ １ ３ ６５ ９８
石川 ８ ５９ ２，０２５ ２，４２９ ４ ３１ １，０５７ １，３８５
大阪 ６ ８３ ２，９５２ ３，１０１ １ １１ ３２６ ３２６
京都 ７ ６５ ２，０２０ ２，６１１ ４ ３４ １，１３０ １，６６７
兵庫 ２ ２２ ９３０ １，０８６
奈良 ３ １６ ４７９ ５１３ １ ４ １２４ １５８
和歌山 ５ ３４ １，２８０ １，５４５ ２ １３ ４４４ ４８８
福井 １ １ ３０ ３８ １ １ ３０ ３８
滋賀 ３ ２９ １，０４３ １，１１７
岡山 １０ ５７ １，２５４ １，６２９ ６ ２７ ７５１ ９２６
広島 １２ １１６ ４，８８８ ６，４４６ ４ ４４ １，９０２ ２，１５３
山口 ８ ６４ ２，３０１ ２，５８２
鳥取 ２ １６ ５５７ ６１０
島根 ７ ５４ １，６３８ １，８５４ ４ ２５ ５９９ ７２０
香川 ６ ５１ １，８６７ １，９３２ １ ４ １２５ １３９
愛媛 ８ ３９ １，３６７ １，６２１ ５ １８ ６７９ ８６６
徳島 ４ ２１ ６７３ ７３５
高知 １ ４ ９６ ２０４ １ ４ ９６ ２０４
福岡 １５ １４４ ６，１９６ ７，６３２ ８ ８５ ３，７５６ ４，３４３
佐賀 ４ ４０ １，２６２ １，３７３
長崎 ６ ５５ １，８０６ ２，０３７
熊本 ６ ４６ １，７６９ ２，１６８ ２ ７ ２２４ ２６２
大分 ３ ２５ ８７６ １，３２８
宮崎 ３ １５ ５７８ ８６０
鹿児島 ５ ２２ ５９２ ８９９ １ ２８ ４３
沖縄 ７ ３２ １，０６４ １，４２５ ３ １３ ５０４ ６３２
合計 ３４５ ２，５９８ ９３，４８３ １１３，０８８ １３４ ８９９ ３３，４２４ ４０，８２８

都道府県別調査施設数と人数

医療労働 １７



※看護職員とは、看護師・准看護師・保健師・助産師の総称として使用
※看護要員は、看護職員に補助者等を含めた総称として使用

性格別 施設数 職場数 看護職員総数（人） 看護要員総数（人）

全医労 １１１ ８８５ ３０，１２２ ３６，４５５
全厚労 ５８ ３８８ １３，４４３ １５，６３３
全日赤 １４ １７５ ６，７１３ ９，３１５
全ＪＣＨＯ病院労組 １ ７ ２１５ ２３６
全労災 ２３ ２１３ ８，３５３ ９，０２４
国共病組 ３ ２８ １，１１１ １，４０８
公共労
公的病院 ５ ３５ １，３６４ １，５７３
自治体 ３７ ２６７ １０，５４４ １３，０２５
大学 ７ １５１ ７，６８４ ８，１９０
民医連・医療生協 ５９ ２８７ ８，３２４ １０，９５６
地場一般病院 １７ １１０ ４，５２２ ５，６５６
地場精神病院 １０ ５２ １，０８８ １，６１７

合計 ３４５ ２，５９８ ９３，４８３ １１３，０８８

Ⅰ 実施施設

職場数

病 棟 ２，４３１
外 来 １２６
手術室 ３７
透 析 ４
合 計 ２，５９８

職場数

①ＩＣＵ・ＣＣＵ等 ２６０
②急性期一般 １，１９３
③地域一般 １４７
④地域包括ケア １１１
⑤回復期リハビリテーション ６９
⑥療養病棟 １０６
⑦精神 １４８
⑧その他 ３０２
無回答 ９５

合 計 ２，４３１

病院性格別調査施設数と人数

調査職場数 区分別職場数（病棟のみ）

１８ 医療労働



Ⅱ‐１ 夜勤日数別の人数と割合（３交替病棟）

（人） （％）

年度 ６日以内 ７日 ８日 ９日 １０日以上 ６日以内 ７日 ８日 ９日 １０日以上 ８日以内

１９９５ ７，７２１ １０，３２９ ２１，９９５ １２，６４７ ５，７９２ １３．２ １７．７ ３７．６ ２１．６ ９．９ ６８．５

１９９６ ５，１３２ ８，１７１ １７，８９４ ８，６６２ ３，６６１ １１．８ １８．８ ４１．１ １９．９ ８．４ ７１．７

１９９７ ７，５５７ １０，３７３ ２０，０９５ ９，４４１ ３，９２０ １４．７ ２０．２ ３９．１ １８．４ ７．６ ７４．０

１９９８ ７，４５６ ９，８８０ １８，４６２ ７，５１２ ２，９０８ １６．１ ２１．４ ３９．９ １６．３ ６．３ ７７．５

１９９９ ９，７５７ １５，１９４ ２６，４５５ １０，４０８ ３，６６７ １４．９ ２３．２ ４０．４ １５．９ ５．６ ７８．５

２０００ ９，３３９ １５，１２８ ２７，９３０ １０，２９３ ２，９５２ １４．２ ２３．０ ４２．５ １５．７ ４．５ ７９．８

２００１ ６，５７６ １０，９６５ ２１，０５７ ８，２６２ ２，６８８ １３．３ ２２．１ ４２．５ １６．７ ５．４ ７７．９

２００２ ６，５９９ １０，３２１ １９，５６７ ８，１００ ３，１０５ １３．８ ２１．６ ４１．０ １７．０ ６．５ ７６．５

２００３ ５，６３７ １０，４７８ １６，５２２ ５，２３７ １，３７０ １４．４ ２６．７ ４２．１ １３．３ ３．５ ８３．２

２００４ ５，１２１ ８，３３９ １６，００５ ６，５０６ ２，０６１ １３．５ ２１．９ ４２．１ １７．１ ５．４ ７７．５

２００５ ４，９６８ ８，９６５ １６，８９３ ６，２７６ １，８１７ １２．８ ２３．０ ４３．４ １６．１ ４．７ ７９．２

２００６ ５，８９１ ９，２０４ １４，７３５ ５，７７０ ２，４８５ １５．５ ２４．２ ３８．７ １５．２ ６．５ ７８．３

２００７ ６，９１５ ９，５８４ １５，３２１ ５，９２９ ２，５１７ １７．２ ２３．８ ３８．０ １４．７ ６．３ ７９．０

２００８ ７，９３４ １０，８７９ １８，３３２ ７，７０５ ３，１１０ １６．５ ２２．７ ３８．２ １６．１ ６．５ ７７．４

２００９ ８，３１７ １０，７３８ １７，４６２ ７，６８３ ３，０９３ １７．６ ２２．７ ３６．９ １６．２ ６．５ ７７．２

２０１０ ９，９２５ １０，５２９ １９，２７５ ９，０８４ ５，４７０ １８．３ １９．４ ３５．５ １６．７ １０．１ ７３．２

２０１１ １０，２５０ １０，１０７ １８，３００ ８，９２７ ４，８００ １９．６ １９．３ ３４．９ １７．０ ９．２ ７３．８

２０１２ ９，３４５ １０，０１７ １８，７６８ ７，８１６ ４，６４０ １８．５ １９．８ ３７．１ １５．５ ９．２ ７５．４

２０１３ １１，０６１ １０，８７７ １９，７７８ ８，９５５ ５，１６４ １９．８ １９．５ ３５．４ １６．０ ９．２ ７４．７

２０１４ １０，８８７ １１，１４３ １９，５４１ ８，２２９ ４，８１８ １９．９ ２０．４ ３５．８ １５．１ ８．８ ７６．１

２０１５ １０，２０２ １０，４９４ １８，３２８ ８，６２８ ４，４５７ １９．６ ２０．１ ３５．２ １６．６ ８．６ ７４．９

２０１６ ９，６８２ ９，７２１ １８，４４５ ７，６３４ ３，５６６ １９．７ １９．８ ３７．６ １５．６ ７．３ ７７．２

２０１７ ９，０４０ ８，４７７ １６，７２７ ６，７６７ ３，９４６ ２０．１ １８．９ ３７．２ １５．１ ８．８ ７６．２

２０１８ ７，９０４ ７，７１５ １４，４９６ ６，５３０ ３，１８２ １９．８ １９．４ ３６．４ １６．４ ８．０ ７５．６

２０１９ ８，７８２ ７，５２９ １４，９１７ ５，８１５ ３，６６４ ２１．６ １８．５ ３６．６ １４．３ ９．０ ７６．７

２０２０ ８，４６８ ６，８６６ １３，９７６ ５，９７５ ３，７２６ ２１．７ １７．６ ３５．８ １５．３ ９．６ ７５．１

２０２１ ８，１６９ ６，１９５ １２，８６９ ５，７３０ ３，４０７ ２２．３ １７．０ ３５．４ １５．８ ９．４ ７４．９

２０２２ ７，１４４ ５，５３８ １１，２８８ ５，６６６ ３，８６５ ２１．３ １６．５ ３３．７ １６．９ １１．５ ７１．６

実施資料Ⅰ Ⅱ

医療労働 １９



Ⅱ‐２ 夜勤日数別の人数と割合（３交替病棟） 職場の区分別

（人）

病棟数 ４日迄 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 １０日 １１日 １２日 １３日以上 合計 最多夜
勤日数

夜勤
専門

ＩＣＵ・ＣＣＵ等 １５９ ３８５ ７７ １５７ ３６９ １，０３９ ７６４ ５３２ ２０８ １１４ ９１ ３，７３６ ２０日 ５９人
急性期一般 ６８３ １，６８１ ３７７ ８６８ １，９０１ ５，５６１ ３，２１８ １，３９３ ４１２ １４１ １５０ １５，７０２ ２２日 １０８人
地域一般 ７６ １６１ ２２ １０１ ３７６ ７４０ ２１２ ５１ ７ １１ ２０ １，７０１ １８日 ２３人
地域包括ケア ６３ １０１ ４４ ９０ １９３ ３６５ ２３２ ９０ １７ ４ ８ １，１４４ １７日 １２人
回復期ﾘﾊ ３７ ６５ ２６ ６７ １２１ １６５ １２５ ６７ ６ １７ ２ ６６１ １７日 ３人
療養病棟 ７１ １７９ １０６ ２２８ ４３２ ４８５ １２５ ３５ ４ ４ ９ １，６０７ １８日 ５人
精神 １１４ １７１ １０３ ２０９ ５９９ ８３９ ２８０ ９１ ３３ ３ １２ ２，３４０ ２０日 １３人
その他 ２１１ ８２６ ２４２ ５６７ １，３８８ １，４８７ ４０４ １３９ ５２ ２７ ２４ ５，１５６ ２０日 １５人
無回答 ６１ １８２ ４４ ６５ １５９ ６０７ ３０６ ５６ １８ ４ １３ １，４５４ ２２日 ２５人
合計 １，４７５ ３，７５１ １，０４１ ２，３５２ ５，５３８１１，２８８ ５，６６６ ２，４５４ ７５７ ３２５ ３２９ ３３，５０１

（％）

４日迄 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 １０日 １１日 １２日 １３日以上 ９日以上

ＩＣＵ・ＣＣＵ等 １０．３ ２．１ ４．２ ９．９ ２７．８ ２０．４ １４．２ ５．６ ３．１ ２．４ ４５．７
急性期一般 １０．７ ２．４ ５．５ １２．１ ３５．４ ２０．５ ８．９ ２．６ ０．９ １．０ ３３．８
地域一般 ９．５ １．３ ５．９ ２２．１ ４３．５ １２．５ ３．０ ０．４ ０．６ １．２ １７．７
地域包括ケア ８．８ ３．８ ７．９ １６．９ ３１．９ ２０．３ ７．９ １．５ ０．３ ０．７ ３０．７
回復期リハ ９．８ ３．９ １０．１ １８．３ ２５．０ １８．９ １０．１ ０．９ ２．６ ０．３ ３２．８
療養病棟 １１．１ ６．６ １４．２ ２６．９ ３０．２ ７．８ ２．２ ０．２ ０．２ ０．６ １１．０
精神 ７．３ ４．４ ８．９ ２５．６ ３５．９ １２．０ ３．９ １．４ ０．１ ０．５ １７．９
その他 １６．０ ４．７ １１．０ ２６．９ ２８．８ ７．８ ２．７ １．０ ０．５ ０．５ １２．５
無回答 １２．５ ３．０ ４．５ １０．９ ４１．７ ２１．０ ３．９ １．２ ０．３ ０．９ ２７．３
合計 １１．２ ３．１ ７．０ １６．５ ３３．７ １６．９ ７．３ ２．３ １．０ １．０ ２８．４

Ⅱ‐３ 夜勤日数別の人数と割合（３交替病棟）組合性格別

（％）

病棟数 ６日以内 ７日 ８日 ９日 １０日以上 ８日以内
全医労 ４９６ ２７．５ ２５．６ ３４．９ ９．６ ２．３ ８８．０
全厚労 １５３ １９．０ １１．７ ３３．４ １６．２ １９．７ ６４．１
全日赤 ６９ ２４．４ １１．６ ３０．９ １２．７ ２０．４ ６７．０
全ＪＣＨＯ病院労組
全労災 １９５ １０．７ ８．７ ４５．１ ２６．０ ９．５ ６４．５
国共病組 １０ ３１．５ １８．０ １６．２ ２０．７ １３．５ ６５．８
公的病院 ２７ １３．２ １４．５ ４３．６ １６．０ １２．８ ７１．２
自治体 １８０ １７．３ １４．７ ３３．１ ２０．６ １４．３ ６５．１
大学 ４４ １４．１ ５．０ ２０．２ ３７．０ ２３．７ ３９．３
民医連・医療生協 ２０５ ２２．０ １１．４ ２４．７ ２１．４ ２０．５ ５８．１
地場一般病院 ５６ ２１．１ １１．５ ２９．２ １３．８ ２４．４ ６１．８
地場精神病院 ４０ ２８．１ １９．４ ２８．０ １３．０ １１．５ ７５．４

合計 １，４７５ ２１．３ １６．５ ３３．７ １６．９ １１．５ ７１．６

２０ 医療労働



Ⅱ‐４ 平均夜勤日数（３交替病棟）

年 度 平均日数（日）
１９９０ ８．６１
１９９１ ８．５２
１９９２ ８．４２
１９９３ ８．１４
１９９４ ７．９９
１９９５ ７．８９
１９９６ ７．８６
１９９７ ７．７３
１９９８ ７．６３
１９９９ ７．６３
２０００ ７．６１
２００１ ７．６８
２００２ ７．７１
２００３ ７．５３
２００４ ７．６８
２００５ ７．６６
２００６ ７．６２
２００７ ７．５３
２００８ ７．５７
２００９ ７．５４
２０１０ ７．６２
２０１１ ７．６３
２０１２ ７．５９
２０１３ ７．６３
２０１４ ７．６８
２０１５ ７．６０
２０１６ ７．６３
２０１７ ７．６９
２０１８ ７．６２
２０１９ ７．６４
２０２０ ７．５３
２０２１ ７．６２
２０２２ ７．８０

（％）

年 度 １人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 ３人以上
１９９５ １．４ ５７．２ ３５．５ ４．８ １．１ ４１．４
１９９６ ０．５ ５５．１ ３７．２ ５．９ １．４ ４４．４
１９９７ １．２ ４７．４ ４３．５ ６．３ １．６ ５１．４
１９９８ １．２ ４２．０ ４８．９ ６．１ １．８ ５６．８
１９９９ １．１ ４７．９ ４３．０ ６．３ １．７ ５１．０
２０００ ０．３ ４８．１ ４３．５ ６．３ １．８ ５１．５
２００１ ０．９ ４７．４ ４３．８ ６．４ １．４ ５１．７
２００２ ０．２ ４４．４ ４６．０ ６．６ ２．８ ５５．４
２００３ ０．４ ４９．３ ４２．１ ５．８ ２．４ ５０．３
２００４ ０．７ ４３．６ ４６．７ ５．８ ３．３ ５５．７
２００５ ０．６ ４５．８ ４４．９ ５．８ ３．０ ５３．６
２００６ ０．２ ３９．４ ５１．４ ６．３ ２．８ ６０．４
２００７ ０．４ ３８．９ ４８．７ ８．７ ３．４ ６０．７
２００８ １．２ ３１．５ ５１．４ １１．９ ４．１ ６７．３
２００９ ０．７ ２９．３ ５３．９ １２．７ ３．４ ７０．０
２０１０ ０．８ ２６．４ ５３．６ １４．８ ４．４ ７２．８
２０１１ １．４ ２４．８ ５３．４ １４．５ ５．９ ７３．８
２０１２ １．９ ２６．６ ４９．０ １５．９ ６．６ ７１．５
２０１３ １．４ ２３．５ ５０．７ １８．７ ５．７ ７５．１
２０１４ ２．４ ２３．６ ５１．１ １７．５ ５．５ ７４．１
２０１５ ２．２ ２３．４ ５１．２ １７．４ ５．８ ７４．４
２０１６ １．６ ２４．６ ４９．４ １９．３ ５．１ ７３．８
２０１７ ２．６ ２４．４ ４８．２ １９．９ ４．９ ７３．０
２０１８ ２．７ ２４．３ ４８．７ １８．９ ５．４ ７３．０
２０１９ ２．５ ２４．２ ５０．２ １８．５ ４．６ ７３．３
２０２０ ２．１ ２３．７ ４８．５ ２０．５ ５．３ ７４．２
２０２１ ２．４ ２３．５ ４７．８ ２０．９ ５．４ ７４．１
２０２２ ２．９ ２１．６ ５１．１ １８．９ ５．５ ７５．５

準夜人数 病棟数 割合（％）
１人 ４１ ２．９
２人 ３０４ ２１．６
３人 ７２０ ５１．１
４人 ２６６ １８．９
５人 ５７ ４．０
６人 １２ ０．９
７人 ４ ０．３
８人 １ ０．１
９人 １ ０．１

１０人以上 ３ ０．２
合計 １，４０９ １００．０

Ⅱ‐５ 準夜勤の体制（３交替病棟）

看護職員 看護要員
①３交替（正循環） ３３．４ ３８．２
②３交替（正循環以外） ３０．３ ３５．６

組合 病棟数 夜勤人数（人） 平均日数（日）
全医労 ４９６ １１，８４３ ７．０３
全厚労 １５３ ３，２６８ ７．９８
全日赤 ６９ １，７１３ ７．７６
全ＪＣＨＯ病院労組
全労災 １９５ ４，７４４ ８．０４
国共病組 １０ ２２２ ７．４６
公的病院 ２７ ５３２ ７．８８
自治体 １８０ ４，１２３ ７．８４
大学 ４４ １，２３８ ８．３４
民医連・医療生協 ２０５ ４，０６９ ７．９８
地場一般病院 ５６ １，０１２ ８．０８
地場精神病院 ４０ ７３７ ７．４０

合計 １，４７５ ３３，５０１ ７．８０

実施資料 Ⅱ

組合性格別

夜勤形態別５０床当たりの看護職員・看護要員（３交替）（人）

準夜勤人数

医療労働 ２１



Ⅱ‐６ 深夜勤の体制（３交替病棟）

Ⅱ‐７ 病棟５０床当たり看護職員数・看護要員数（３交替病棟）

（％）

年 度 １人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 ３人以上
１９９５ １．５ ６３．５ ３１．０ ３．３ ０．８ ３５．０
１９９６ ０．６ ６２．５ ３１．５ ４．２ １．２ ３６．９
１９９７ １．４ ５４．８ ３７．９ ４．８ １．１ ４３．７
１９９８ １．３ ５２．３ ４０．５ ４．６ １．３ ４６．３
１９９９ １．２ ５６．０ ３６．８ ４．７ １．２ ４２．８
２０００ ０．３ ５５．７ ３８．５ ４．０ １．４ ４３．９
２００１ ０．９ ５６．４ ３７．５ ４．０ １．２ ４２．７
２００２ ０．２ ５３．２ ３９．８ ４．５ ２．４ ４６．７
２００３ ０．４ ５６．９ ３７．１ ３．９ １．７ ４２．７
２００４ ０．６ ５２．５ ４１．０ ３．３ ２．６ ４６．９
２００５ ０．６ ５４．１ ３９．６ ３．４ ２．３ ４５．３
２００６ ０．２ ５０．４ ４２．８ ４．１ ２．５ ４９．３
２００７ ０．４ ４８．３ ４３．９ ４．６ ２．８ ５１．３
２００８ １．２ ４０．８ ４７．９ ７．１ ３．０ ５８．０
２００９ ０．７ ３７．９ ５１．７ ６．７ ３．０ ６１．４
２０１０ ０．８ ３１．３ ５５．４ ９．０ ３．６ ６７．９
２０１１ １．７ ３０．３ ５４．１ ８．４ ５．５ ６８．１
２０１２ １．８ ３１．２ ５２．３ ９．２ ５．５ ６７．０
２０１３ １．４ ２８．７ ５３．６ １１．３ ５．０ ６９．９
２０１４ １．９ ２９．９ ５２．８ １０．５ ４．９ ６８．２
２０１５ １．７ ２９．１ ５２．９ １１．４ ４．８ ６９．２
２０１６ １．４ ３０．５ ５１．６ １１．９ ４．５ ６８．１
２０１７ ２．８ ２８．７ ５０．６ １３．５ ４．４ ６８．５
２０１８ ２．７ ２９．８ ５０．２ １２．７ ４．５ ６７．５
２０１９ ２．１ ２７．９ ５３．５ １２．１ ４．５ ７０．０
２０２０ １．９ ２８．６ ５１．７ １３．４ ４．５ ６９．５
２０２１ ２．１ ２８．２ ５０．０ １５．３ ４．４ ６９．７
２０２２ ２．９ ２５．１ ５４．３ １３．１ ４．６ ７２．０

深夜人数 病棟数 割合（％）
１人 ４１ ２．９
２人 ３５３ ２５．１
３人 ７６４ ５４．３
４人 １８５ １３．１
５人 ５１ ３．６
６人 ５ ０．４
７人 ５ ０．４
８人 ３ ０．２
９人

１０人以上 １ ０．１
合計 １，４０８ １００．０

（人）
正職員 臨・パ 派遣等 小計 病棟数 病床数

看護職員 ３９，８８９ １，４０４ ３２ ４１，３２５ １，４７５ ６１，１１７

看護職員
以外

２，６８３ ３，２３７ ６０７ ６，５２７

看護要員 ４７，８５２

（人）
年 度 看護職員 看護要員
１９９０ １９．１ ２１．２
１９９１ １９．１ ２１．３
１９９２ １９．６ ２１．９
１９９３ ２０．５ ２２．８
１９９４ ２２．７ ２５．２
１９９５ ２１．６ ２３．９
１９９６ ２２．６ ２４．７
１９９７ ２３．３ ２５．５
１９９８ ２３．２ ２５．３
１９９９ ２２．９ ２５．２
２０００ ２３．１ ２５．１
２００１ ２２．８ ２５．１
２００２ ２３．６ ２５．８
２００３ ２３．４ ２５．８
２００４ ２４．０ ２６．３
２００５ ２３．７ ２６．０
２００６ ２４．８ ２７．１
２００７ ２６．３ ２８．７
２００８ ２６．６ ２９．０
２００９ ２７．５ ２９．７
２０１０ ２９．５ ３２．５
２０１１ ３０．１ ３３．９
２０１２ ２９．５ ３３．５
２０１３ ３１．２ ３５．５
２０１４ ３３．０ ３７．５
２０１５ ３２．７ ３７．４
２０１６ ３３．３ ３８．２
２０１７ ３３．３ ３７．８
２０１８ ３３．０ ３８．０
２０１９ ３３．９ ３８．８
２０２０ ３３．４ ３８．４
２０２１ ３３．１ ３８．２
２０２２ ３３．８ ３９．１

（人）

看護職員 ３３．８
看護要員 ３９．１

看護職員以外の割合 １３．６４
看護職員の臨時・パート ３．４０
看護職員の派遣等 ０．０８
看護職員以外の臨時・パート ４９．５９
看護職員以外の派遣等 ９．３０

（日）

①３交替（正循環） ７．７７
②３交替（正循環以外） ７．５０

深夜勤人数

５０床当たりの平均看護職員・看護要員

夜勤形態別月平均夜勤日数（３交替）

看護職員以外に占める雇用形態別の割合
（％）

２２ 医療労働



Ⅱ‐８ 看護要員に占める
看護職員以外の割合
（３交替病棟）

年 度 割合（％）
２０００ ８．０
２００１ ９．０
２００２ ８．４
２００３ ９．２
２００４ ９．０
２００５ ８．７
２００６ ８．３
２００７ ８．５
２００８ ８．３
２００９ ７．５
２０１０ ９．２
２０１１ １１．３
２０１２ １２．０
２０１３ １２．１
２０１４ １２．１
２０１５ １２．５
２０１６ １２．８
２０１７ １２．０
２０１８ １３．２
２０１９ １２．４
２０２０ １３．０
２０２１ １３．２
２０２２ １３．６

年 度 割合（％）
２０００ ５．４
２００１ ５．９
２００２ ５．８
２００３ ６．６
２００４ ２．７
２００５ ２．６
２００６ ２．３
２００７ ２．４
２００８ ３．１
２００９ ３．５
２０１０ ３．５
２０１１ ３．９
２０１２ ４．３
２０１３ ３．９
２０１４ ４．５
２０１５ ４．４
２０１６ ４．２
２０１７ ４．０
２０１８ ４．２
２０１９ ４．４
２０２０ ４．０
２０２１ ３．８
２０２２ ３．５

年 度 割合（％）
２０００ ４０．５
２００１ ４４．１
２００２ ４２．２
２００３ ４３．７
２００４ ４３．８
２００５ ４３．８
２００６ ４７．８
２００７ ４７．９
２００８ ５１．０
２００９ ５３．９
２０１０ ５２．４
２０１１ ５９．５
２０１２ ６３．４
２０１３ ６５．５
２０１４ ６５．７
２０１５ ６１．６
２０１６ ６１．７
２０１７ ６１．０
２０１８ ５９．９
２０１９ ６１．３
２０２０ ５７．２
２０２１ ５８．３
２０２２ ５８．９

Ⅱ‐９ 看護職員に占める
正職員以外の割合
（３交替病棟）

Ⅱ‐１０ 看護職員以外に占め
る正職員以外の割合
（３交替病棟）

（％）

平均
夜勤日数

看護職員
以外

看護職員 看護職員以外

臨時パート 派遣等 臨時パート 派遣等

全医労 ７．０３ １２．４ １．８ ４３．３ ２．５
全厚労 ７．９８ １２．７ ４．０ ０．２ ３５．１ １２．０
全日赤 ７．７６ １１．３ ０．５ １６．０ ２０．５
全ＪＣＨＯ病院労組
全労災 ８．０４ ８．３ １．５ ０．２ ７１．８ ２１．３
国共病組 ７．４６ １６．７ ３．４ ５４．７ ４５．３
公的病院 ７．８８ １２．８ ４．８ ０．７ ２４．２ ３４．２
自治体 ７．８４ １２．３ ４．０ ９０．８ ３．６
大学 ８．３４ １１．３ ０．２ ６１．１ ３８．９
民医連・医療生協 ７．９８ ２１．７ ８．６ ０．１ ４４．５ ７．３
地場一般病院 ８．０８ １６．２ ９．７ ４４．２ １３．１
地場精神病院 ７．４０ ３１．４ ６．６ ４２．５ ４．６
合計／平均 ７．８０ １３．６ ３．４ ０．１ ４９．６ ９．３

施設数 病棟数 病棟当たり
ベッド数

５０床当たり （人）
看護職員 看護職員以外 看護要員

全医労 ９２ ４９６ ４３．０ ３３．３ ４．７ ３８．０
全厚労 ３３ １５３ ３９．１ ３４．４ ５．０ ３９．４
全日赤 ９ ６９ ２５．７ ５８．０ ７．４ ６５．４
全ＪＣＨＯ病院労組
全労災 ２３ １９５ ４３．１ ３５．４ ３．２ ３８．６
国共病組 ２ １０ ４１．９ ３１．５ ６．３ ３７．８
公的病院 ５ ２７ ４２．７ ３５．６ ５．２ ４０．８
自治体 ２７ １８０ ４２．１ ３４．４ ４．８ ３９．２
大学 ３ ４４ ３５．８ ４３．８ ５．６ ４９．３
民医連・医療生協 ５１ ２０５ ４０．６ ３１．４ ８．７ ４０．１
地場一般病院 １１ ５６ ４１．９ ３０．１ ５．８ ３６．０
地場精神病院 ９ ４０ ５６．３ １５．８ ７．２ ２３．０
合計／平均 ２６５ １，４７５ ４１．４ ３３．８ ５．３ ３９．１

Ⅱ‐１１ 組合性格別基本データ（３交替病棟）

実施資料Ⅱ

医療労働 ２３



（人） （回） （人）

（人） （％）

年 度 ３回以内 ３.５～４回 ４.５～５回 ５.５回以上 計 年 度 ３回以内 ３.５～４回 ４.５～５回 ５.５回以上 ４回以内
２００４ １，０２６ １，４０９ ６２８ １９９ ３，２６２ ２００４ ３１．５ ４３．２ １９．３ ６．１ ７４．６
２００５ １，０４４ １，４７３ ６２３ １９９ ３，３３９ ２００５ ３１．３ ４４．１ １８．７ ６．０ ７５．４
２００６ １，２６１ ２，１３８ ９０２ ２２７ ４，５２８ ２００６ ２７．８ ４７．２ １９．９ ５．０ ７５．１
２００７ １，４５３ ２，８６４ １，１１５ １９９ ５，６３１ ２００７ ２５．８ ５０．９ １９．８ ３．５ ７６．７
２００８ ２，７５３ ３，８０７ ２，１８７ ７５４ ９，５０１ ２００８ ２９．０ ４０．１ ２３．０ ７．９ ６９．０
２００９ ２，７７１ ４，３６１ ２，０９９ ６０５ ９，８３６ ２００９ ２８．２ ４４．３ ２１．３ ６．２ ７２．５
２０１０ ４，１３９ ６，２８４ ４，１０６ １，１３５ １５，６６４ ２０１０ ２６．４ ４０．１ ２６．２ ７．２ ６６．５
２０１１ ３，８２８ ５，６０３ ２，９７８ １，１６５ １３，５７４ ２０１１ ２８．２ ４１．３ ２１．９ ８．６ ６９．５
２０１２ ５，３２４ ７，６８７ ４，１５３ １，７３８ １８，９０２ ２０１２ ２８．２ ４０．７ ２２．０ ９．２ ６８．８
２０１３ ５，５０８ ８，２７９ ５，０９１ ２，２４２ ２１，１２０ ２０１３ ２６．１ ３９．２ ２４．１ １０．６ ６５．３
２０１４ ６，１７９ ８，６９８ ４，８８０ １，８１７ ２１，５７４ ２０１４ ２８．６ ４０．３ ２２．６ ８．４ ６９．０
２０１５ ６，４６１ ９，４２３ ５，３２１ ２，５３５ ２３，７４０ ２０１５ ２７．２ ３９．７ ２２．４ １０．７ ６６．９
２０１６ ８，２９４ １１，５８８ ６，８３２ ３，２０９ ２９，９２３ ２０１６ ２７．７ ３８．７ ２２．８ １０．７ ６６．４
２０１７ ７，５０６ １０，２２２ ５，６９６ ２，５６７ ２５，９９１ ２０１７ ２８．９ ３９．３ ２１．９ ９．９ ６８．２
２０１８ ６，５７１ ９，３５６ ５，９５２ ２，８４９ ２４，７２８ ２０１８ ２６．６ ３７．８ ２４．１ １１．５ ６４．４
２０１９ ７，１０３ ９，９２９ ５，８３１ ２，５８９ ２５，４５２ ２０１９ ２７．９ ３９．０ ２２．９ １０．２ ６６．９
２０２０ ７，６４１ １１，０６４ ６，９５３ ３，３６９ ２９，０２７ ２０２０ ２６．３ ３８．１ ２４．０ １１．６ ６４．４
２０２１ ７，０２６ ９，５３７ ７，２３６ ３，８６３ ２７，６６２ ２０２１ ２５．４ ３４．５ ２６．２ １４．０ ５９．９
２０２２ ６，９８９ ９，３１６ ６，８３１ ３，２３４ ２６，３７０ ２０２２ ２６．５ ３５．３ ２５．９ １２．３ ６１．８

Ⅲ‐１ 夜勤回数別の人数と割合（２交替病棟）

（％）

病棟数 ３回以内 ３.５～４回 ４.５～５回 ５.５回以上 ４回以内
全医労 ４７１ ３０．５ ４６．１ １９．７ ３．７ ７６．６
全厚労 ２３６ ２０．５ ２５．８ ３０．０ ２３．８ ４６．２
全日赤 １０５ ３３．５ ２９．７ ２９．８ ７．０ ６３．２
全ＪＣＨＯ病院労組 ６ ２９．１ ２３．６ ２８．２ １９．１ ５２．７
国共病組 １７ ２２．１ ４４．４ ３０．４ ３．１ ６６．５
公的病院 １５ ２５．７ ３７．９ ３５．３ １．１ ６３．６
自治体 ９９ ２０．６ ３６．８ ３０．２ １２．４ ５７．４
大学 ９９ ２３．３ １９．７ ３０．２ ２６．８ ４３．０
民医連・医療生協 ７０ ２２．９ ３１．７ ２９．０ １６．４ ５４．６
地場一般病院 ５９ ２３．２ ２７．４ ２９．５ １９．８ ５０．６
地場精神病院 １６ ２６．５ ４２．９ ２０．１ １０．４ ６９．４

合計 １，２０３ ２６．５ ３５．３ ２５．９ １２．３ ６１．８

Ⅲ‐３ 夜勤回数別の割合（２交替病棟） 組合性格別

２回迄 ２.５回 ３回 ３.５回 ４回 ４.５回 ５回 ５.５回 ６回 ６.５回
以上

４.５回
以上

ICU・CCU等 ９．０ ０．６ ６．５ ２．４ ２１．２ ８．０ ２３．５ ３．９ １１．５ １３．４ ６０．３ （％）

急性期一般 １４．２ ０．９ １０．７ ４．３ ３０．５ ７．９ ２０．２ ３．０ ４．６ ３．５ ３９．３
地域一般 １１．３ １．５ １８．０ ７．２ ３６．４ ６．１ １２．２ ２．３ １．８ ３．４ ２５．７
地域包括ケア ９．７ １．４ １４．５ ３．６ ２８．７ ９．２ １８．４ ４．１ ５．２ ５．１ ４２．１
回復期リハ ９．９ １．０ １４．５ ４．４ ３４．１ ７．７ １８．４ ２．９ ５．１ ２．０ ３６．１
療養病棟 １２．０ １．２ １４．９ ７．５ ３４．２ ５．５ １４．１ ２．８ ３．９ ４．０ ３０．２
精神 ９．８ １．４ １４．８ ６．８ ３１．６ ６．７ １９．５ ３．０ ３．１ ３．１ ３５．５
その他 １２．８ １．４ １９．９ ６．９ ３５．８ ５．９ １０．０ １．３ ２．６ ３．６ ２３．４
無回答 ２２．１ １．０ ２０．７ ４．０ ３３．２ ２．８ １３．０ ０．１ ０．８ ２．３ １９．０
合計 １３．０ １．０ １２．４ ４．７ ３０．７ ７．４ １８．５ ２．８ ４．８ ４．６ ３８．２

病棟数 ２回迄 ２.５回 ３回 ３.５回 ４回 ４.５回 ５回 ５.５回 ６回 ６.５回
以上 合計 最多夜

勤回数
夜勤
専門

ICU・CCU等 １３１ ２５８ １７ １８６ ７０ ６１０ ２３１ ６７７ １１２ ３３１ ３８５ ２，８７７ １４．０ ５４
急性期一般 ６４１ ２，１１１ １４１ １，６０２ ６４４ ４，５５５ １，１８５ ３，００９ ４４７ ６９２ ５２５１４，９１１ ２０．０ １９８
地域一般 ７８ ２０５ ２７ ３２６ １３０ ６６０ １１１ ２２１ ４１ ３２ ６２ １，８１５ １１．０ ５３
地域包括ケア ５６ １０８ １５ １６１ ４０ ３１９ １０２ ２０４ ４６ ５８ ５７ １，１１０ １８．０ ２１
回復期リハ ４０ ８１ ８ １１９ ３６ ２７９ ６３ １５１ ２４ ４２ １６ ８１９ ９．５ ３
療養病棟 ５０ １００ １０ １２４ ６２ ２８４ ４６ １１７ ２３ ３２ ３３ ８３１ １０．０ ６
精神 ４３ ７５ １１ １１３ ５２ ２４１ ５１ １４９ ２３ ２４ ２４ ７６３ １０．０ ６
その他 １２５ ２９９ ３２ ４６６ １６１ ８３８ １３８ ２３４ ３１ ６０ ８５ ２，３４４ １１．０ ４４
無回答 ３９ １９９ ９ １８６ ３６ ２９９ ２５ １１７ １ ７ ２１ ９００ １８．０ ３
合計 １，２０３ ３，４３６ ２７０ ３，２８３ １，２３１ ８，０８５ １，９５２ ４，８７９ ７４８ １，２７８ １，２０８２６，３７０

Ⅲ‐２ 夜勤回数別の人数と割合（２交替病棟） 職場の区分別

２４ 医療労働



Ⅲ‐４ 平均夜勤回数（２交替病棟）

Ⅲ‐６ 病棟５０床当たり看護職員数・看護要員数（２交替病棟）

年 度 平均（回）
２０００ ３．９５
２００１ ３．９２
２００２ ３．９７
２００３ ３．７８
２００４ ３．８１
２００５ ３．８０
２００６ ３．８７
２００７ ３．８６
２００８ ３．９１
２００９ ３．８９
２０１０ ４．１９
２０１１ ４．０３
２０１２ ４．０１
２０１３ ４．１０
２０１４ ４．０７
２０１５ ４．０９
２０１６ ４．０４
２０１７ ４．０１
２０１８ ４．１２
２０１９ ４．０９
２０２０ ４．１１
２０２１ ４．１４
２０２２ ４．１４

組 合 病棟数 夜勤人数（人） 平均回数（回）
全医労 ４７１ １０，４３０ ３．７６
全厚労 ２３６ ４，８２３ ４．４２
全日赤 １０５ ２，８３０ ３．８３
全JCHO病院労組 ６ １１０ ４．１７
全労災 １０ １０４ ４．６１
国共病組 １７ ４２１ ３．９５
公的病院 １５ ２７２ ３．８１
自治体 ９９ １，８９１ ４．２０
大学 ９９ ２，８５１ ４．４５
民医連・医療生協 ７０ １，１９５ ４．２４
地場一般病院 ５９ １，１７５ ４．３０
地場精神病院 １６ ２６８ ３．９８

合計 １，２０３ ２６，３７０ ４．１４

（人）

正職員 臨・パ 派遣等 小計 病棟数 病床数

看護職員 ３３，０８９ １，１５６ ４９ ３４，２９４ １，２０３ ４６，６６４

看護職員
以外

１，８０６ ２，１６９ ８０４ ４，７７９

看護要員 ３９，０７３

（人）

看護職員 ３６．７
看護要員 ４１．９

看護職員以外の割合 １２．２３
看護職員の臨時・パート ３．３７
看護職員の派遣等 ０．１４
看護職員以外の臨時・パート ４５．３９
看護職員以外の派遣等 １６．８２

（人）

年度 看護職員 看護要員
２０００ １８．１ ２３．１
２００１ １９．３ ２４．２
２００２ １８．４ ２４．１
２００３ １８．９ ２５．０
２００４ １８．５ ２５．４
２００５ １８．３ ２５．２
２００６ ２１．０ ２６．５
２００７ ２４．６ ２８．５
２００８ ２４．４ ２８．５
２００９ ２５．３ ２９．１
２０１０ ２６．５ ３１．７
２０１１ ２７．５ ３２．９
２０１２ ２９．８ ３５．３
２０１３ ３１．６ ３６．４
２０１４ ３４．１ ３９．３
２０１５ ３４．７ ３９．９
２０１６ ３５．２ ４０．３
２０１７ ３５．０ ３９．８
２０１８ ３４．０ ３８．８
２０１９ ３４．９ ３９．７
２０２０ ３６．４ ４１．２
２０２１ ３６．９ ４１．６
２０２２ ３６．７ ４１．９

夜勤人数 病棟数 割合（％）
１人 ２８ ２．６
２人 １６５ １５．６
３人 ５４２ ５１．２
４人 ２４４ ２３．０
５人 ４９ ４．６
６人 ９ ０．８
７人 ７ ０．７
８人 ５ ０．５
９人 ２ ０．２

１０人以上 ８ ０．８
合計 １，０５９ １００．０

（％）
年 度 １人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 ３人以上
２００３ ５．０ ６０．９ ２４．８ ６．２ ３．１ ３４．２
２００５ ３．１ ６３．２ ２４．５ ６．１ ３．１ ３３．７
２００６ ２．３ ５０．５ ４０．２ ５．１ １．９ ４７．２
２００７ ２．９ ４１．６ ４２．８ ８．２ ４．５ ５５．６
２００８ ２．１ ４１．５ ４０．０ ７．５ ９．０ ５６．４
２００９ ７．５ ３４．３ ４３．２ １２．６ ２．４ ５８．２
２０１０ ４．６ ２６．６ ４７．３ １６．２ ５．３ ６８．８
２０１１ ７．６ ２５．０ ４８．９ ９．２ ９．２ ６７．４
２０１２ １２．１ ２９．５ ４３．９ １２．１ ２．３ ５８．３
２０１３ ７．１ １８．７ ５５．１ １２．１ ７．１ ７４．２
２０１４ ５．７ １６．８ ４９．９ ２２．５ ５．０ ７７．５
２０１５ ３．８ １４．０ ４９．１ ２４．６ ８．４ ８２．１
２０１６ ２．６ １４．０ ４８．５ ２６．２ ８．８ ８３．５
２０１７ ２．５ １５．８ ５０．８ ２５．６ ５．３ ８１．６
２０１８ ２．４ １６．０ ５３．４ ２３．０ ５．２ ８１．６
２０１９ ３．１ １５．１ ４９．８ ２３．４ ８．７ ８１．９
２０２０ １．３ １４．６ ５５．２ ２１．６ ７．２ ８４．０
２０２１ １．１ １５．３ ４８．２ ２６．７ ８．７ ８３．６
２０２２ ２．６ １５．６ ５１．２ ２３．０ ７．６ ８１．８

Ⅲ‐５ 夜勤の体制（２交替病棟）

実施資料 Ⅲ

組合性格別

５０床当たりの平均看護職員・看護要員

看護職員以外に占める雇用形態別の割合 （％）

医療労働 ２５



Ⅲ‐１０ 組合性格別基本データ（２交替病棟）

Ⅲ‐７ 看護要員に占める
看護職員以外の割合
（２交替病棟）

Ⅲ‐８ 看護職員に占める
正職員以外の割合
（２交替病棟）

Ⅲ‐９ 看護職員以外に占め
る正職員以外の割合
（２交替病棟）

年 度 割合（％）
２０００ ２１．７
２００１ ２０．４
２００２ ２３．７
２００３ ２４．５
２００４ ２７．１
２００５ ２７．１
２００６ ２０．９
２００７ １３．８
２００８ １４．４
２００９ １３．３
２０１０ １６．６
２０１１ １６．４
２０１２ １５．３
２０１３ １３．３
２０１４ １３．２
２０１５ １３．１
２０１６ １２．７
２０１７ １２．１
２０１８ １２．４
２０１９ １２．０
２０２０ １１．９
２０２１ １１．３
２０２２ １２．２

年 度 割合（％）
２０００ ５．９
２００１ ６．１
２００２ ５．８
２００３ ４．５
２００４ ３．７
２００５ ３．４
２００６ ３．６
２００７ ２．５
２００８ ２．９
２００９ ４．１
２０１０ ５．０
２０１１ ５．３
２０１２ ４．９
２０１３ ６．３
２０１４ ５．１
２０１５ ４．１
２０１６ ４．０
２０１７ ３．３
２０１８ ３．４
２０１９ ３．９
２０２０ ３．８
２０２１ ３．８
２０２２ ３．５

年 度 割合（％）
２０００ ２１．１
２００１ ２５．３
２００２ ２６．２
２００３ ２６．５
２００４ ２０．１
２００５ ２０．３
２００６ ２８．６
２００７ ３４．４
２００８ ３２．６
２００９ ３６．９
２０１０ ３８．１
２０１１ ３８．４
２０１２ ４０．７
２０１３ ４８．２
２０１４ ５５．８
２０１５ ５５．７
２０１６ ５２．２
２０１７ ５５．２
２０１８ ５３．２
２０１９ ５７．３
２０２０ ５７．３
２０２１ ６１．９
２０２２ ６２．２

病棟当たり
ベッド数

５０床当たり （人）
施設数 病棟数 看護職員 看護職員以外 看護要員

全医労 ７４ ４７１ ４２．６ ３４．９ ３．４ ３８．３
全厚労 ４３ ２３６ ３８．７ ３４．４ ５．４ ３９．８
全日赤 １３ １０５ ３０．２ ４９．７ ６．１ ５５．８
全ＪＣＨＯ病院労組 １ ６ ４２．５ ２７．６ ３．３ ３１．０
全労災 １ １０ ４５．９ ３６．８ ５．３ ４２．２
国共病組 ３ １７ ３８．８ ３８．６ ６．５ ４５．１
公的病院 ４ １５ ４２．９ ３３．４ ６．８ ４０．１
自治体 ２５ ９９ ４１．６ ３３．７ ５．７ ３９．４
大学 ４ ９９ ２５．６ ６２．５ ８．８ ７１．３
民医連・医療生協 ３０ ７０ ３６．８ ３４．４ １０．１ ４４．６
地場一般病院 １１ ５９ ３７．５ ３１．５ ５．９ ３７．５
地場精神病院 ２ １６ ５１．５ １７．６ ５．９ ２３．５
合計／平均 ２１１ １，２０３ ３８．８ ３６．７ ５．１ ４１．９

（％）

平均
夜勤日数

看護職員
以外

看護職員 看護職員以外

臨時パート 派遣等 臨時パート 派遣等
全医労 ３．７６ ８．９ １．５ ０．１ ６６．７ ４．４
全厚労 ４．４２ １３．５ ５．６ ０．２ ３８．３ ９．６
全日赤 ３．８３ １０．９ １．０ ２５．１ ２７．６
全ＪＣＨＯ病院労組 ４．１７ １０．８ ８．５ ４７．１ ２９．４
全労災 ４．６１ １２．７ １．８ ０．６ ６．１ ９３．９
国共病組 ３．９５ １４．５ １３．６ ３９．５ ６０．５
公的病院 ３．８１ １６．８ １．９ ０．７ ３２．２ １６．１
自治体 ４．２０ １４．４ ３．９ ７７．８ ５．８
大学 ４．４５ １２．３ ０．６ ０．３ １３．２ ８１．２
民医連・医療生協 ４．２４ ２２．７ １２．８ ０．３ ４２．３ ２．７
地場一般病院 ４．３０ １５．９ ７．０ ２２．１ ３．８
地場精神病院 ３．９８ ２５．３ ５．２ ６．１ １２．２
合計／平均 ４．１４ １２．２ ３．４ ０．１ ４５．４ １６．８

２６ 医療労働



Ⅲ-１１ 夜勤形態別の病棟数・ベッド数・看護職員数・看護要員数・夜勤専門看護職員数

（％）

年 度 病棟 病床 看護職員
２０００ ７．７ ７．８ ６．２
２００１ ７．４ ７．３ ６．２
２００２ ８．５ ８．６ ６．８
２００３ ８．３ ８．２ ６．７
２００４ ８．５ ８．６ ６．８
２００５ ８．３ ８．５ ６．７
２００６ １１．３ １１．１ ９．５
２００７ １２．５ １２．２ １１．５
２００８ １６．７ １６．３ １５．１
２００９ １７．６ １７．３ １６．１
２０１０ ２５．５ ２３．３ ２１．４
２０１１ ２３．７ ２３．６ ２２．０
２０１２ ２８．０ ２７．５ ２７．７
２０１３ ２９．４ ２９．１ ２９．３
２０１４ ３０．０ ２８．９ ２９．６
２０１５ ３２．１ ３１．２ ３２．５
２０１６ ３８．４ ３７．６ ３８．９
２０１７ ３７．２ ３６．６ ３７．７
２０１８ ３９．２ ３８．５ ３９．２
２０１９ ３９．３ ３８．９ ３９．８
２０２０ ４２．７ ４１．０ ４３．１
２０２１ ４４．０ ４２．１ ４４．８
２０２２ ４４．９ ４３．３ ４５．４

１６時間未満 １６時間以上
病棟数 ５３１ ４２５
割合（％） ５５．５ ４４．５

（％）

年 度 ３交替 ２交替
２０００ ９２．３ ７．７
２００１ ９２．６ ７．４
２００２ ９１．５ ８．５
２００３ ９１．７ ８．３
２００４ ９１．５ ８．５
２００５ ９１．７ ８．３
２００６ ８８．７ １１．３
２００７ ８７．５ １２．５
２００８ ８３．３ １６．７
２００９ ８２．４ １７．６
２０１０ ７４．５ ２５．５
２０１１ ７６．３ ２３．７
２０１２ ７２．０ ２８．０
２０１３ ７０．６ ２９．４
２０１４ ７０．０ ３０．０
２０１５ ６７．９ ３２．１
２０１６ ６１．６ ３８．４
２０１７ ６２．８ ３７．２
２０１８ ６０．８ ３９．２
２０１９ ６０．７ ３９．３
２０２０ ５７．３ ４２．７
２０２１ ５６．０ ４４．０
２０２２ ５５．１ ４４．９

Ⅳ‐１ ３交替病棟と２交替病棟の割合

年 度 １６時間未満 １６時間以上
２０１０ ３３．１ ６６．９
２０１１ ３７．２ ６２．８
２０１２ ４７．５ ５２．５
２０１３ ４０．６ ５９．４
２０１４ ４６．９ ５３．１
２０１５ ４４．９ ５５．１
２０１６ ４４．９ ５５．１
２０１７ ５６．９ ４３．１
２０１８ ４１．０ ５９．０
２０１９ ４５．６ ５４．４
２０２０ ４７．５ ５２．５
２０２１ ４７．３ ５２．７
２０２２ ５５．５ ４４．５

２回迄 ２.５回 ３回 ３.５回 ４回 ４.５回 ５回 ５.５回 ６回 ６.５回
以上 合計 平均

夜勤回数

１６時間以上 １，８２７ １０７ １，８３９ ６２３ ４，４６２ ９３３ ２，４９４ ２６７ ４１９ ３９６ １３，３６７ ３．９４

割合（％） １３．７ ０．８ １３．８ ４．７ ３３．４ ７．０ １８．７ ２．０ ３．１ ３．０ １００．０

１６時間未満 １，２４８ １０７ １，１２４ ４１０ ２，６８０ ７３５ １，９７１ ３８６ ７６３ ６９６ １０，１２０ ４．２２

割合（％） １２．３ １．１ １１．１ ４．１ ２６．５ ７．３ １９．５ ３．８ ７．５ ６．９ １００．０

看護職員（人） 看護要員
（人）

夜勤専門看護師（人）
（％は対看護職員）

夜勤専門看護師の有無
（％は対病棟）性格 病棟数 ベッド数 正職員 臨時・パート 派遣等 看護職員計

① ３交替（正循環） ４３１ １８，０２９ １１，２６２ ４４６ ７ １１，７１５ １３，４７３ ４２ ０．４ ２８ ６．５
② ３交替（正循環以外） ７９７ ３３，１０８ ２１，５６４ ６４７ １８ ２２，２２９ ２５，８７１ １３９ ０．６ ８２ １０．３
①と②の合計 １，２２８ ５１，１３７ ３３，９４４ ３９，３４４ １８１ １１０

割合 ５０．５ ５２．３ ４９．７ ５０．２ ０．５ ９．０
③ 混合
（３交替・２交替） ２４７ ９，９８０ ７，０６３ ３１１ ７ ７，３８１ ８，５０８ ８２ １．１ ４９ １９．８

割合（％） １０．２ １０．２ １０．８ １０．８ １．１ １９．８
④２交替
（拘束１６時間未満） ５３１ ２０，８７１ １４，９１０ ３８０ ２５ １５，３１５ １７，１８２ １７９ １．２ １０３ １９．４

⑤２交替
（拘束１６時間以上） ４２５ １５，８１３ １１，１１６ ４６５ １７ １１，５９８ １３，３８３ １２７ １．１ ７４ １７．４

④と⑤の合計 ９５６ ３６，６８４ ２６，９１３ ３０，５６５ ３０６ １７７
割合（％） ３９．３ ３７．５ ３９．４ ３９．０ １．１ １８．５
合計／平均 ２，４３１ ９７，８０１ ６５，９１５ ２，２４９ ７４ ６８，２３８ ７８，４１７ ５６９ ０．８ ３３６ １３．８

実施資料Ⅲ Ⅳ

２交替看護職員の推移

２交替制の割合

２交替制の１６時間以上の推移
（％）

２交替１６時間以上・未満の夜勤回数

医療労働 ２７



Ⅳ‐３ ３交替病棟と２交替病棟の割合 組合性格別

（％）

３交替 ２交替 合計 ３交替 ２交替
全医労 ４９６ ４７１ ９６７ ５１．３ ４８．７
全厚労 １５３ ２３６ ３８９ ３９．３ ６０．７
全日赤 ６９ １０５ １７４ ３９．７ ６０．３
全ＪＣＨＯ病院労組 ６ ６ １００．０
全労災 １９５ １０ ２０５ ９５．１ ４．９
国共病組 １０ １７ ２７ ３７．０ ６３．０
公的病院 ２７ １５ ４２ ６４．３ ３５．７
自治体 １８０ ９９ ２７９ ６４．５ ３５．５
大学 ４４ ９９ １４３ ３０．８ ６９．２
民医連・医療生協 ２０５ ７０ ２７５ ７４．５ ２５．５
地場一般病院 ５６ ５９ １１５ ４８．７ ５１．３
地場精神病院 ４０ １６ ５６ ７１．４ ２８．６

合計 １，４７５ １，２０３ ２，６７８ ５５．１ ４４．９

（％）

病床数 ３交替 ２交替 合計 ３交替 ２交替
１～９床 ９３ ６８ １６１ ５７．８ ４２．２

１０～１９床 ７４ ８１ １５５ ４７．７ ５２．３
２０～２９床 ６８ ６０ １２８ ５３．１ ４６．９
３０～３９床 １０５ ７９ １８４ ５７．１ ４２．９
４０～４９床 ４１２ ３９５ ８０７ ５１．１ ４８．９
５０～５９床 ５０５ ３５７ ８６２ ５８．６ ４１．４
６０～６９床 １４８ ７５ ２２３ ６６．４ ３３．６
７０床以上 ８ ３ １１ ７２．７ ２７．３

Ⅳ‐４ ３交替病棟と２交替病棟の割合 病床数による比較

Ⅳ‐２ 病棟５０床当たり看護職員数・看護要員数の比較

（人）
年 度 ３交替 ２交替
２０００ ２３．１ １８．１
２００１ ２２．８ １９．３
２００２ ２３．６ １８．４
２００３ ２３．４ １８．９
２００４ ２４．０ １８．５
２００５ ２３．７ １８．３
２００６ ２４．８ ２１．０
２００７ ２６．３ ２４．６
２００８ ２６．６ ２４．４
２００９ ２７．５ ２５．３
２０１０ ２９．５ ２６．５
２０１１ ３０．１ ２７．５
２０１２ ２９．５ ２９．８
２０１３ ３１．２ ３１．６
２０１４ ３３．０ ３４．１
２０１５ ３２．７ ３４．７
２０１６ ３３．３ ３５．２
２０１７ ３３．３ ３５．０
２０１８ ３３．０ ３４．０
２０１９ ３３．９ ３４．９
２０２０ ３３．４ ３６．４
２０２１ ３３．１ ３６．９
２０２２ ３３．８ ３６．７

（人）
年 度 ３交替 ２交替
２０００ ２５．１ ２３．１
２００１ ２５．１ ２４．２
２００２ ２５．８ ２４．１
２００３ ２５．８ ２５．０
２００４ ２６．３ ２５．４
２００５ ２６．０ ２５．２
２００６ ２７．１ ２６．５
２００７ ２８．７ ２８．５
２００８ ２９．０ ２８．５
２００９ ２９．７ ２９．１
２０１０ ３２．５ ３１．７
２０１１ ３３．９ ３２．９
２０１２ ３３．５ ３５．３
２０１３ ３５．５ ３６．４
２０１４ ３７．５ ３９．３
２０１５ ３７．４ ３９．９
２０１６ ３８．２ ４０．３
２０１７ ３７．８ ３９．８
２０１８ ３８．０ ３８．８
２０１９ ３８．８ ３９．７
２０２０ ３８．４ ４１．２
２０２１ ３８．２ ４１．６
２０２２ ３９．１ ４１．９

施設数
病棟数 病棟数

割合（％）３交替 ２交替 混合
３交替制のみの施設（夜勤の形態①・②） １３３ ７９６ ３８．７
２交替制のみの施設（夜勤の形態④・⑤） ７９ ５６１ ２３．０
混合施設（夜勤の形態①～⑤の混合） １３２ ４３２ ３９５ ２４７ ３８．４

合計 ３４４ １，２２８ ９５６ ２４７

Ⅳ‐５ ３交替病棟と２交替病棟の施設

看護職員 看護要員

病棟数

病床数

２８ 医療労働



Ⅳ‐６ ３交替・２交替別職場の区分（病棟）

病棟数
３交替 ２交替 ３交替（％）２交替（％）

職
場
の
区
分

ICU・CCU等 １５９ １３１ １０．８ １０．９
急性期一般 ６８３ ６４１ ４６．３ ５３．３
地域一般 ７６ ７８ ５．２ ６．５
地域包括ケア ６３ ５６ ４．３ ４．７
回復期リハ ３７ ４０ ２．５ ３．３
療養病棟 ７１ ５０ ４．８ ４．２
精神 １１４ ４３ ７．７ ３．６
その他 ２１１ １２５ １４．３ １０．４
無回答 ６１ ３９ ４．１ ３．２

合計 １，４７５ １，２０３ １００．０ １００．０

夜勤配置人数 割 合（％）
病床数 １人 ２人 ３人 ４人以上 １人 ２人 ３人 ４人以上
１～９床 １４ ３２ ２９ １５ １５．６ ３５．６ ３２．２ １６．７
１０～１９床 １ ２２ ２１ ２５ １．４ ３１．９ ３０．４ ３６．２
２０～２９床 ２ ２３ ２４ １４ ３．２ ３６．５ ３８．１ ２２．２
３０～３９床 ２ ３１ ４４ ２６ １．９ ３０．１ ４２．７ ２５．２
４０～４９床 １０ ６８ ２２７ ８８ ２．５ １７．３ ５７．８ ２２．４
５０～５９床 ４ ７６ ２８６ １１９ ０．８ １５．７ ５９．０ ２４．５
６０～６９床 １ ２９ ６２ ４９ ０．７ ２０．６ ４４．０ ３４．８
７０床以上 ３ ３ １ ４２．９ ４２．９ １４．３

夜勤配置人数 割 合（％）
病床数 １人 ２人 ３人 ４人以上 １人 ２人 ３人 ４人以上
１～９床 １５ ３２ ２９ １３ １６．９ ３６．０ ３２．６ １４．６
１０～１９床 １ ２０ ２４ ２５ １．４ ２８．６ ３４．３ ３５．７
２０～２９床 １ ２９ ２１ １３ １．６ ４５．３ ３２．８ ２０．３
３０～３９床 ２ ３５ ４１ ２５ １．９ ３４．０ ３９．８ ２４．３
４０～４９床 ９ ７２ ２５９ ５２ ２．３ １８．４ ６６．１ １３．３
５０～５９床 ３ ９９ ３０５ ７６ ０．６ ２０．５ ６３．１ １５．７
６０～６９床 ２ ４２ ５９ ３９ １．４ ２９．６ ４１．５ ２７．５
７０床以上 ４ ２ １ ５７．１ ２８．６ １４．３

夜勤配置人数 割 合（％）
病床数 １人 ２人 ３人 ４人以上 １人 ２人 ３人 ４人以上
１～９床 ６ ２１ １４ １７ １０．３ ３６．２ ２４．１ ２９．３
１０～１９床 ３ ２３ １４ ２７ ４．５ ３４．３ ２０．９ ４０．３
２０～２９床 １８ １７ １７ ３４．６ ３２．７ ３２．７
３０～３９床 ２ ２１ ３３ １５ ２．８ ２９．６ ４６．５ ２１．１
４０～４９床 １１ ３８ ２２１ ８７ ３．１ １０．６ ６１．９ ２４．４
５０～５９床 ５ ３１ １６９ １０３ １．６ １０．１ ５４．９ ３３．４
６０～６９床 ６ ３３ ２７ ９．１ ５０．０ ４０．９
７０床以上 ２ １ ６６．７ ３３．３

Ⅳ‐７ 夜勤体制別病床数による夜勤配置人数

実施資料 Ⅳ

準夜

深夜

２交替

医療労働 ２９



Ａ：看護要員に占める看護職員の割合
Ｂ：看護要員に占める看護職員以外の割合
Ｃ：看護職員に占める臨時・パートおよび派遣等の

割合
Ｄ：看護職員以外に占める臨時・パートおよび派遣

等の割合
Ｅ：看護職員に占める夜勤に入った人の割合
Ｆ：看護職員以外に占める夜勤に入った人の割合

Ⅴ‐１ 外来の夜勤職場数と形態

看護要員
看護職員 看護職員以外

夜勤要員 夜勤看護
要員以外夜勤形態 職場数 割合（％） 正職員 臨・パ 派遣等 合計 正職員 臨・パ 派遣等 合計

①３交替（正循環） １０ ７．９ ３８２ ２４６ ９９ ３４５ ８ ２９ ３７ １８７
②３交替（正循環以外） ２２ １７．５ １，２５６ ８９１ ２２３ ２ １，１１６ １０ ７０ ６０ １４０ ３７６ ５
③混合（３交替・２交替） １０ ７．９ ３５６ ２３５ ８１ ３１６ ５ ３２ ３ ４０ １４３ １
④２交替（拘束１６時間未満） ２６ ２０．６ １，３３９ ８２４ ３５２ １，１７６ １６ １２１ ２６ １６３ ４９８
⑤２交替（拘束１６時間以上） ２６ ２０．６ １，１５８ ６２２ ４１６ １ １，０３９ ３６ ７４ ９ １１９ ３７３
⑥当直・２交替 ８ ６．３ ４４３ ２１８ １４７ ３６５ ２２ ５６ ７８ １３３ １
⑦当直 ２４ １９．０ ６２０ ３６２ ２０１ ５６３ ２２ ３１ ４ ５７ ２５５

合計 １２６ １００．０ ５，５５４ ３，３９８ １，５１９ ３ ４，９２０ １１９ ４１３ １０２ ６３４ １，９６５ ７

夜勤形態 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
①３交替（正循環） ９０．３ ９．７ ２８．７ ７８．４ ５４．２
②３交替（正循環以外） ８８．９ １１．１ ２０．２ ９２．９ ３３．７ ３．６
③混合（３交替・２交替） ８８．８ １１．２ ２５．６ ８７．５ ４５．３ ２．５
④２交替（拘束１６時間未満） ８７．８ １２．２ ２９．９ ９０．２ ４２．３
⑤２交替（拘束１６時間以上） ８９．７ １０．３ ４０．１ ６９．７ ３５．９
⑥当直・２交替 ８２．４ １７．６ ４０．３ ７１．８ ３６．４ １．３
⑦当直 ９０．８ ９．２ ３５．７ ６１．４ ４５．３

合計 ８８．６ １１．４ ３０．９ ８１．２ ３９．９ １．１

Ⅴ‐２ 外来夜勤日数別の人数と割合

回数 人数 割合（％）
３回以内 ２１８ ６０．２
３.５～４回 ８５ ２３．５
４.５～５回 ２０ ５．５
５.５回以上 ３９ １０．８
４回以内 ３０３ ８３．７
合計 ３６２ １００．０

回数 人数 割合（％）
３回以内 ３０９ ５９．２
３.５～４回 １２９ ２４．７
４.５～５回 ４０ ７．７
５.５回以上 ４４ ８．４
４回以内 ４３８ ８３．９
合計 ５２２ １００．０

回数 人数 割合（％）
３回以内 １４４ ９０．０
３.５～４回 １４ ８．８
４.５～５回 １ ０．６
５.５回以上 １ ０．６
４回以内 １５８ ９８．８
合計 １６０ １００．０

回数 人数 割合（％）
３回以内 ２２３ ８０．８
３.５～４回 ３４ １２．３
４.５～５回 ６ ２．２
５.５回以上 １３ ４．７
４回以内 ２５７ ９３．１
合計 ２７６ １００．０

日数 人数 割合（％）
６日以内 ４７ ２３．５
７日 ３２ １６．０
８日 ２０ １０．０
９日 ３２ １６．０

１０日以上 ６９ ３４．５
８日以内 ９９ ４９．５
合計 ２００ １００．０

日数 人数 割合（％）
６日以内 ２２４ ５４．９
７日 ２８ ６．９
８日 ５６ １３．７
９日 ３６ ８．８

１０日以上 ６４ １５．７
８日以内 ３０８ ７５．５
合計 ４０８ １００．０

日数 人数 割合（％） 回数 人数 割合（％）
６日以内 ６５ ６２．５ ３回以内 ４６ ６６．７
７日 １ １．０ ３.５～４回 ２２ ３１．９
８日 ３０ ２８．８ ４.５～５回 １ １．４
９日 ７ ６．７ ５.５回以上

１０日以上 １ １．０ ４回以内 ６８ ９８．６
８日以内 ９６ ９２．３ 合計 ６９ １００．０
合計 １０４ １００．０

（人）

（％）

①３交替（正循環） ②３交替（正循環以外） ③混合（３交替・２交替）

④２交替（拘束１６時間未満） ⑤２交替（拘束１６時間以上）⑥当直・２交替 ⑦当直

３０ 医療労働



Ⅴ‐３ 外来平均夜勤日数

夜勤形態 職場数 夜勤人数（人） 平均回数（回）
①３交替（正循環） １０ ２００ ８．０９
②３交替（正循環以外） ２２ ４０８ ６．４９
③混合（３交替・２交替） １０ １７３ ４．６２
④２交替（拘束１６時間未満） ２６ ５２２ ３．２４
⑤２交替（拘束１６時間以上） ２６ ３６２ ３．２７
⑥当直・２交替 ８ １６０ ３．３６
⑦当直 ２４ ２７６ ３．９７

Ⅴ‐４ 外来夜勤の人数

準夜勤務人数
１人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 合計
１２ １２ ４ ７ ３ ３８

３１．６％ ３１．６％ １０．５％ １８．４％ ７．９％

深夜勤務人数
１人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 合計
１２ １１ ７ ３ ３３

３６．４％ ３３．３％ ２１．２％ ９．１％

夜勤人数
１人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 合計
２１ ２７ １０ １ ２ ６１

３４．４％ ４４．３％ １６．４％ １．６％ ３．３％

当直人数
１人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 合計
２０ ８ １ ２９

６９．０％ ２７．６％ ３．４％

夜勤形態 職場数 割合（％）
①３交替（正循環） ２ ５．４
②３交替（正循環以外） ６ １６．２
③混合（３交替・２交替） ４ １０．８
④２交替（拘束１６時間未満） ９ ２４．３
⑤２交替（拘束１６時間以上） ９ ２４．３
⑥当直・２交替 １ ２．７
⑦当直 ６ １６．２

合計 ３７ １００．０

Ⅴ‐５ 手術室の夜勤形態

夜勤形態 職場数 割合（％）
①３交替（正循環）
②３交替（正循環以外）
③混合（３交替・２交替）
④２交替（拘束１６時間未満）
⑤２交替（拘束１６時間以上）
⑥当直・２交替
⑦当直 ４ １００．０

合計 ４ １００．０

Ⅴ‐６ 透析室の夜勤形態

実施資料 Ⅴ

３交替制
準夜

３交替制
深夜

２交替制
夜勤

当直制
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施設数 平均
許可病床数

平均
稼働病床数

９９床
以下

１００～
１９９

２００～
２９９

３００～
３９９

４００～
４９９

５００～
５９９

６００～
６９９

７００～
７９９

８００床
以上

全医労 ７４ ３５９ ３３０ ３ ８ １９ ２２ １４ ６ ２
全厚労 ４７ ３０１ ２６９ ７ ９ １５ ９ ３ ２ ２
全日赤 １３ ４８６ ４５８ ２ ３ ２ ２ ３ １
全JCHO病院労組 １ ３００ ２５５ １
全労災 ２２ ３９６ ３７２ ３ ３ ６ ７ ３
国共病組 ２ ３４６ ３４６ １ １
公的病院 ５ ３０２ ２７２ ２ １ １ １
自治体 ２９ ３０２ ２７０ ５ ７ ５ ４ ５ ２ １
大学 ７ ９５６ ９１３ ２ ５
民医連・医療生協 ５６ １８３ ２４４ １４ ２５ ７ ６ ３ １
地場一般病院 １２ ３４０ ３０９ １ ３ ３ ２ ２ １
地場精神病院 ７ ３０６ ２８８ ２ ２ ２ １

９９床以下 １００～１９９ ２００～２９９ ３００～３９９ ４００～４９９ ５００～５９９ ６００～６９９ ７００～７９９ ８００～８９９ ９００床以上 全施設平均
許可病床数 ２３ ６４ ４６ ８０ ５０ ２３ １４ ４ ２ ５ ３３２
稼働病床数 ３０ ６１ ５７ ５５ ３７ １４ １１ ３ １ ６ ３１７

Ⅵ‐１ 許可病床数・稼働病床数（基礎項目）

Ⅵ‐２ 職場の区分（基礎項目）

ICU・
CCU等

急性期
一般 地域一般 地域包括

ケア
回復期
リハ 療養病棟 精神 その他 無回答

全医労 ８５ ３１１ ８９ １７ １０ ４６ ６１ ２１４ ３２
全厚労 ３６ ２１０ １９ ３１ １４ １３ ８ ２１ ２
全日赤 ２６ １０６ ６ ３ ４ ８ １２
全ＪＣＨＯ病院労組 ４ １ １
全労災 ２１ １４６ ９ ９ ６ ４
国共病組 ３ １９ １ １ ２
公的病院 ８ １３ ２ ３ ２ ５
自治体 ２６ １３４ ２０ １０ ５ ４ １２ ６ ２２
大学 ２８ １０８ ６ １
民医連・医療生協 １６ ８７ ９ ３１ ３０ ２６ １１ ２９ １３
地場一般病院 １１ ５２ １ ２ ６ ７ ７ １４ ５
地場精神病院 ３ １ ７ ３９ １ １

合計 ２６０ １，１９３ １４７ １１１ ６９ １０６ １４８ ３０５ ９６
割合（記載なしを除く） １１．１％ ５１．０％ ６．３％ ４．７％ ２．９％ ４．５％ ６．３％ １３．０％

組合性格別稼働病床数の割合

組合性格別

３２ 医療労働



Ⅵ‐４ 夜勤協定の有無（基礎項目）

有 無 無回答 有の割合（％）
全医労 ４６ ４７ １５ ４２．６
全厚労 ３８ １４ １ ７１．７
全日赤 ８ ４ ２ ５７．１
全ＪＣＨＯ病院労組 １
全労災 ２３ １００．０
国共病組 １ １ ５０．０
公的病院 ２ ３ ４０．０
自治体 ２２ １０ ４ ６１．１
大学 ４ ３ ５７．１
民医連・医療生協 ５３ ４ ２ ８９．８
地場一般病院 ６ ７ ４ ３５．３
地場精神病院 ８ ２ ８０．０

合計 ２１１ ９６ ２８
割合（％） ６８．７ ３１．３

Ⅵ‐５ 夜勤協定の日数（基礎項目）

３交替 ２交替
８日以内 ９日以内 １０日以内 １１日以上 ４回以内 ５回以内 ６回以内 ７回以上

全医労 ４３ ２６
全厚労 ２９ １ １８ ２ ２
全日赤 ２ ２ １ １ １
全労災 ２２ １
国共病組 １ １
公的病院 ２ １
自治体 １６ ２ ３ ３ ５
大学 ４ １
民医連・医療生協 ３９ ７ １ １７ ８ ２
地場一般病院 ４ １ １
地場精神病院 ６ ２ １

合計 １６８ １４ ５ ７０ １６ ６

Ⅵ‐３ シフトの数

夜勤の形態 最大
シフト数

最少
シフト数

平均
（回）

①３交替（正循環） ９ １ ３．７０
②３交替（正循環以外） １１ ２ ４．４２
③混合（３交替・２交替） １７ ２ ５．４１
④２交替（拘束１６時間未満） １５ ２ ４．５３
⑤２交替（拘束１６時間以上） ９ ２ ３．４０
⑥当直・２交替 ５ ２ ２．８３
⑦当直 ７ １ ３．３９

夜勤の形態／シフトの数 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０個以上
①３交替（正循環） ０ ２３７ ５３ ６３ １９ ４ １ ２ ０
②３交替（正循環以外） １ ２１１ １４０ ２０７ ６０ １８ １０ ７ ２
③混合（３交替・２交替） ３ １５ ５１ ５４ ２９ ２２ １０ ４ ５
④２交替（拘束１６時間未満） ３２ ９７ ９２ ７４ ４８ ２２ １３ １０ ３
⑤２交替（拘束１６時間以上） １０４ １１８ １２２ ４８ ９ ０ ３ １ ０
⑥当直・２交替 ３ ２ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０
⑦当直 ６ １ ４ ３ １ １ ０ ０ ０

夜勤の形態／シフトの数 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０個以上
①３交替（正循環） ０．０ ６２．５ １４．０ １６．６ ５．０ １．１ ０．３ ０．５ ０．０
②３交替（正循環以外） ０．２ ３２．２ ２１．３ ３１．６ ９．１ ２．７ １．５ １．１ ０．３
③混合（３交替・２交替） １．６ ７．８ ２６．４ ２８．０ １５．０ １１．４ ５．２ ２．１ ２．６
④２交替（拘束１６時間未満） ８．２ ２４．８ ２３．５ １８．９ １２．３ ５．６ ３．３ ２．６ ０．８
⑤２交替（拘束１６時間以上） ２５．７ ２９．１ ３０．１ １１．９ ２．２ ０．０ ０．７ ０．２ ０．０
⑥当直・２交替 ５０．０ ３３．３ ０．０ １６．７ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０
⑦当直 ３７．５ ６．３ ２５．０ １８．８ ６．３ ６．３ ０．０ ０．０ ０．０

実施資料 Ⅵ

形態毎の回数 （個）

形態毎の割合 （％）
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Ⅵ‐９ 勤務間隔は１２時間以上あるか
（基礎項目）

施設数 割合（％）
有 １１７ ４３．２
無 １５４ ５６．８

看護職員 看護職員以外 看護要員 夜勤に入った人数

総
数
人
員（
人
）

総数 ９３，４８３ １９，６０５ １１３，０８８ ６３，５３７

妊娠者数 １，２６６ ７３ １，３３９ ２２４
産休者数 ９７５ ６２ １，０３７
育休者数 ３，１８３ ２０５ ３，３８８
育児短時間取得数 ３，２７４ １５８ ３，４３２ ５９８
介護休業取得数 ５１ ２０ ７１
長期の病欠者数 ６３６ ９７ ７３３

総
数
人
員

と
の
割
合（
％
）

妊娠者数 １．４ ０．４ １．２ ０．４
産休者数 １．０ ０．３ ０．９
育休者数 ３．４ １．０ ３．０
育児短時間取得数 ３．５ ０．８ ３．０ ０．９
介護休業取得数 ０．１ ０．１ ０．１
長期の病欠者数 ０．７ ０．５ ０．６

Ⅵ‐７ 看護職員の妊産婦数・休業者数等
（基礎項目）

Ⅵ‐８ 最も短い勤務間隔
（基礎項目）

施設数 割合（％）
８時間未満 １１０ ４０．６

８時間以上１２時間未満 ４４ １６．２
１２時間以上１６時間未満 １０９ ４０．２

１６時間以上 ８ ３．０

Ⅵ‐６ 職員総数と病院１００床当たり人数（基礎項目）

病院１００床当たり人数 構成比
施設数 病床数 看護職員 看護職員以外 看護職員 看護職員以外 看護職員 看護職員以外

全医労 １１１ ２４，４１３ ３０，１２２ ６，３３３ １２３．４ ２５．９ ５０．５ １０．６
全厚労 ５８ １２，６４４ １３，４４３ ２，１９０ １０６．３ １７．３ ５５．３ ９．０
全日赤 １４ ５，９５４ ６，７１３ ２，６０２ １１２．７ ４３．７ ５０．０ １９．４
全JCHO病院労組 １ ２５５ ２１５ ２１ ８４．３ ８．２ ５８．７ ５．７
全労災 ２３ ８，１９１ ８，３５３ ６７１ １０２．０ ８．２ ５９．１ ４．７
国共病組 ３ ６９３ １，１１１ ２９７ １６０．３ ４２．９ ５２．９ １４．１
公的病院 ５ １，３６０ １，３６４ ２０９ １００．３ １５．４ ５４．７ ８．４
自治体 ３７ ７，８２０ １０，５４４ ２，４８１ １３４．８ ３１．７ ５３．９ １２．７
大学 ７ ６，３８９ ７，６８４ ５０６ １２０．３ ７．９ ５６．９ ３．７
民医連・医療生協 ５９ １３，６６５ ８，３２４ ２，６３２ ６０．９ １９．３ ４９．３ １５．６
地場一般病院 １７ ３，７１１ ４，５２２ １，１３４ １２１．９ ３０．６ ５９．４ １４．９
地場精神病院 １０ ２，０１８ １，０８８ ５２９ ５３．９ ２６．２ ４２．０ ２０．４

合計 ３４５ ８７，１１３ ９３，４８３ １９，６０５ １０７．３ ２２．５ ５２．９ １１．１

（人） （％）

（平均）

３４ 医療労働



施設数 ８時間未満 １２時間未満 １６時間未満 １６時間以上

全医労 ６ ４ １ １

全厚労 １２ ７ ３ ２

全日赤 １ １

全JCHO病院労組

全労災 ２ １ １

国共病組

公共労

公的病院 １ １

自治体 ３ １ １ １

大学

民医連・医療生協 ２０ １ ３ １１ ５

地場一般病院 １ １

地場精神病院

Ⅵ‐１２ インターバル協定の勤務間隔の組合性格別（基礎項目）

Ⅵ‐１０ インターバル協定の有無
（基礎項目）

施設数 割合（％）

有 ４６ １６．３

無 ２３６ ８３．７

Ⅵ‐１１ インターバル協定の勤務間隔
（基礎項目）

施設数 割合（％）

８時間未満 ３ ７．３

１２時間未満 １１ ２６．８

１６時間未満 １７ ４１．５

１６時間以上 １０ ２４．４

実施資料 Ⅵ
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３６ 医療労働
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